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巻頭言

新森林法について

積年に亙る遡鹿の伐採により荒溌に瀕した我國森林の再建は、もとより前途遼遼であぉが、今次第･-f國會で、國

有林野經管の民主化を進める國壱林野法の改正に並んで、多年懸案の銅氷法の改正が議決せられ、華に繩攻長期の

大方針を決定する基礎が確立出来たことは、まことに喜ばしい。

しかし我國再興の前提とじて、民主主義の蕊調に反する識WI度の改臓が急がれたにも拘らず､森林法の改正が荏

鞠今日まで延引されたことは、かかる恒久法の改正が､蝿鍵凝りない戦後の動綿期には確定し難かった事情は認め

られるが、それ以上に林業關係者の、本問題解決に對すお蕊固な協力と、輿論喚起に鮫けていた結果ではなかった

か、叉法律成立を以て、われわれの所期の目的は確蛮に謹成出來るであらうか、こうした黙につい･て、今日までの

經総を思うと衷心慨促たらざるを得ない鮎の少くないことは妓に改めて指摘する迄もない、戦後の經濟施紫の魏調

は過去の法令が輿えていた各種産莱鯉臘の職瀧剥脱と、瞬勝な經濟的合理性の握及に職かれている。今次森林法改

正力鶉淋組合の改組と共に､施業案に代へて森林計懇を規定しているのも、前記原則を重瓶した結果に他ならない

此の黙は今次改正の根本的改革を形成しているもので、今日まで林政の雄本理念であった施業案を主柱とする林業

經誉の合理化を、伐採跡地の趨求と一部未熟林分の伐採とに限り、國家の直接干渉を認め、之れ以外の林業經管の

合理化或いは森林生産の保綴確保等を主眼とする施業の斑行は、林業技術面の指導と啓畿に談っているのである。

これは林業に於ける利潤追及は、經濟性を最も眠く希及する森林所有者の手に残置j-るのが､經濟上合理的な職制

であることを確認した結果である。從って今次改正により一段とその比"を増した挨術面の指導啓蒙にあたり、わ

れわｵLが現實の就會的動向に無關心であっては、到底所期の目的を達成することは不可能である。

しかも對象とする分野は、旗く國民的規模で鮮明することが要求されるのである。

織って我國産業界の動向をみると、日米經濟協力の態勢は着だと整備せられ､之に伴う木材需要の増大は無現し

得ぬものがあり、更に講和後の經濟自立に蕊する林壷物濡要の激騒も豫想せざるを得ないことを老へると、林産物

需要は一層増大する傾向にあることは否定鴎来ない。若しわれわれ力嚇産物需給の均緬炎復の諸施策確立に失敗す

れば、その影響は、今次森林法改正の理念を謹餅に蹄せしめる計りでなく、調氷の再建を今日以上に困雌ならしめ

るで’あらう。

かく考へるとき、今叡國會を通じて得られた、林業界の結束と熱意を、更に一段と狼ｲ岡麗充して、奥地未利用林

の開發や造林の促進、更には林産物利用の合理化等､森林法改正と表裏一磯の關係にある諸施策を、職く國民經濟

酌規摸で推進磯行する態勢に結晶することの必要を浦感するホのである。．

林野聴計悪謀長石谷憲男

（26-6-1） が
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日本における民有針葉樹林の經管
(連合軍總司令部天然費源局基本調査第43鏡）
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この報告は、ジヨセブ．c・カーチヤー氏が天然費源局

林業部特別顧問在任中に、アルパート．K･デツクスター

氏と共同で執筆したものである。 、

カーチヤー氏は、長年山林局に勤務した用材林經醤に

開する園際的に著名な専門家であり、戦後ドイツ占領蓮

合軍の林業部長の職に4年間就任していた。・

デツクスダー氏は、州林政及び民有林經管について臓

汎な經験を有し、米國における赴有林經誉の指導者であ

・る。

天然資源局は、右雨氏の出した結論が、官吏として長

い經験を有する者と、民有林關係に長い經験を有する者

の、両者の見解を代表するものである黙につき‘特に重‘

･蕊覗すべき債値があると考えている。

b・森林の現況を調査し、現在行われつつある不適徴な施

業方法を是正して、日本の森林を嚴正採讃生産の原則に

基いて經誉させるたあに必要な施業案の編成、橡訂なら

‐

緒言ならびに勧告

1．調査の目的および範園

日本の民有林は、現在も行われている極度”過伐と、破

壊的伐採方法によって重大な被害を受けている。此の事態

の重大性を認めた連合軍最高司令官は、2名.の枕業經誉専

門家を顧問に招鴫して、特に現存民有針葉樹林を重黙とし

た森林經管方法の調査を資施した。右調査園の使命は次の

． 如く定められた。

R、特に民有針葉園林に重職をおいて、施業案の編成とそ

の礎行に側する職と機構につき、鎧高司令官及び日本

政府に對し援助と助言を輿えること。此の計震ば森林査

源澗渇の傾向を是正し、森林伐採を科學的に統制して、

、 短期間に植伐均衡を回復をしめるが如き森林施業案の編

，成促進に關して決定されたのである｡，

一一（ユ）－
L



カーチャー．ヂツクスター：日本に於ける民有針葉樹林1の經管
一一

びにその質行に開し特別に棚街すること。 ・て民有林の認伏が出現したのである。現在の如き遜伐の鵬

この調査は、雨顧問と、天然資源局との協同研究の成 綾は、今後15年以内に用材原木の､l乏を招来する危険を
果であり、雨者の一致した結論を示す．ものである。この 内包するものである。

結論は穎湖墹題の緊急性に開し､森林現況を分析したも 日本は國丙熱ド蚕源より供給する建築剛材及びパルプ材
のであり、かつ直ちに資行すぺき事項につき勧告諸與え の大部分を､､その針葉樹林に仰がねばならない。それはこ
るものである。 れらの用途については、“劉封よりも針葉樹がはるかに適

しているためである。かかる理由により針韮樹林は、日本
2．資料の出所 の森林資源中最も重要な部分を占め、その林況と經瞥とは

この報告ほ､本州に存する森林地域の殆んど全域にわた 、重大な公共問題を形成するものである。日本は針葉樹林の
る､37日間の舞也調査に際して得た、個人甑概察に基いて 保全と、その生産力保綾を目的とする建設的計謹を早くか

書かれ踵ものである。現地調査にあたり、本州北部と訓晦 ら確立う-べきであった。しかし之は國有林を除いては實行
道については、森林現況と土地利用状況の空中観測を行う されなかった。國有林朧保裁の原則に基づき且つ効果的に

經管されている｡從って窺在の經菅方針と施業方法がつづ爲東京から北海道まで飛禄機を利用した。

現地調査の際臓林野聴官吏､府I鮴務職員及び民間林業 く限り，國有林について考慮すべき必要は殆んどないとい一
家、その他森朴組合役員及び民有林所有者と意見を交換し える。しかし民有林に對しては、極く一部のことしかなさ

に，多数の民有林箪濁施業案及び熱｛組合施業案を黙城し れなかった。今直ちに復興に着手し且つ之を弧力に推進せ

それらについて討議した。叉3箇所の國有林の費料を調査 ぬ限り、森林資源の洞渇が進行して、遂には之等森林の日
した。多くの間伐試験地を調査し、林業試験場1個所を訪 本經濟に於ける重要性が失はれるに至るである"う。森林査
問した。この他經誉者と林業問題窪討議す‐るため製紙工場 源の澗渇は、日本が求め得ぬ程に大量の林産物轍入を必要 一

1個所、及び多数の製材工場その他の林業關係施設を訪問 ならしぬるであ‘ろ．う°從って之等森林におけゐ適切な施業
した｡郡山調査の結果は､天然賓源局黄料として作成され の賞行ば、日本にとり最も緊要厳重典課題の一をなすもの
ている適切な報告や覺書、ならびに天然資源局職員との討 である。

談に基いて補足されたつ
勘 酉4． 生

ここに現地調査を共にしf二多くの林野露官吏、各縣林務

職員､森林組合役員その他曾談する機會を得たり：特別の 必要とされる莫大な林産物需要､輸入賓金の調達難、な

好意に典つた多くの人共に對して謝意を表する次第であ らびに良く保たれた森林力戦水や溌蝕防止に對して間接に

る． 與へる效用等を勘案すると、全ゆる職から結諭的に迩伐を

また日本における族行につき、種々配慮を願った軍關係 卿上し、同時に能う限り浸蝕を防止しうる如き保育作業に
の人舞。就中天然資源局職員の援助と支持および周到な準 より最大量の生達を確保しうる如く縦樹林を集約に經瞥
術に對して感謝するものである。 す錫ことが必要である。 d ~

未立木地､散生地の造林､及び他にこれ以上の用釜を有
3．日本おける森林の現況

さぬ庚葉樹林に對する針葉樹鑑林の雨者は共に當面最も緊

日本の森林は全陸地面積の68％を掩っているJ森林は 要とするものである。
概して孵せた傾斜地に成立し、急峻な山岳地域の大部分を A，以上の目白罎成の蔦現存針蕊樹林につき、次の諸事
占めているo林地の半分が民有に関し,平均2.03m渉を所 項の賓施を糊告するものである。

有する500蕊人以上の所有者が存在している。 ユ． より良き施業案により

針葉樹林は全林地面機のユ5％を占めるに過ぎぬが、こ 風．直ちに森林を保綴生産の基礎に冠き

のﾉ1面横がら毎年用材伐採蛍の85%を供給している｡針 b.施業案を作成すべき基礎となる現場資料の精度を高
葉樹林の78％が島有林である。過伐の結果民有針韮樹林 め

は減少して､現在では少量の老鯛細竣存するに過ぎぬ朕 c､不確磁な面溌平分法を排して材磯.成長量及び齢級
態に焔入ってしまった。民有針葉樹林の1町歩徴zF均蓄積 配麗を一層鼠覗し
は僅かに115石であるが、國有林の夫は638石である。寮 d.最終の經諏勺目的として用材生産を行うように伐期
た成長蛍の基盤である林木蓄積の減少により、民有林1町 を高め

歩の年間成長量は國有林の夫の4分の1以下である。殆ん e・日本の固有事情に合致するように政愛せずして、 F
ど大部分が、幼齢林の伐採によって占められる過伐によつ イツ林業の方式を盲目的に採用することを止め

一（2）一

声
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カーチヤー・ヂツ･クースター:日本に於ける民有針葉樹林の經誉
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f・現行の如く10年毎に施業案を瞼訂す-るか、或いは

必要に應じ更にその期間を短縮し

9.森林組合を邇じ、比較的大面積を包含する施業案の

編成奨勵を繼綾すべきである。

2．よりよき育林と保護により

a・より早期からより狼く、より回数多く間伐を繰返し

て材積成長を増大せしめ

b.土地漫蝕及び洪水防止手段として念斜地における皆

伐迩上め

c・天然更新、人工造林の如何をとわず、主伐賞行前に

成林を確賓ならしめるところの群状揮伐作業詮採用し

do皆伐跡地は伐採後直ちに篭淋し

e・識害、山火及び病害を抑制すべきである。
G

B・伐跡地、無立木地その他の林地にじて針葉樹林に適

する林地の經螢に關乙ては次の事項を勧告する。

1．無立木地､草生地叢林地及び伐跡地にして針葉撒の

生育に適し、且つ他に一府有益な用途のない場合は針紫

樹種を植林すること

2．非生産的林地を改善し、無立木地に鎧林する爲國家的

復興計謹を樹立しこれに對して地方的伐採量の減少に伴

う餘剰努働者を雇傭すること

3．所有者をして庚葉樹林を針葉樹林に鍵更せしめること

C.森林慰萱に關する政策の寅雄につき次の事項を勧告
する、

1．所宥而賦1町歩以上の，賄者が有する民有林における

用材伐採を園が蝿すること、國綱呆繊龍産原則に雑づ

く最大限伐採鐙及び加鍵準を定める旨を規定する法律

を制定すること

2．現地監督を行って、過夫や違反を發見匡正すること

3．技術普及事業を披充すること

4．經織旨導事業を振充すること

5．必要に雁じて公平に政府が援助すること

6、遥材及び加工工程における雌駄を防止すること

歩以上の所有者の加入は任意であるが。多くは加入してい

る｡-森林組合は施業案を編成して府縣の林務富及び知事の、

認可を受けねばならない。組合に加入せぬ大面機所有者は

単濁施業案を編成しなければならない。蜜際には大部分の

施業案が府縣の役人によって編成されている。

原則的には此の制慶は立派であるが若干の鉄階を有し且

つその蜜行は不良である。法律は伐採豫定が施業案によっ

て定めらｵ噸操案に遼反した森紘伐採は停止せしめられる
ことを規定しているが、他方に於て森林所有者が自己の日

●

術生活を維持する篇已むを得ずして行う計識外伐採は停止

せしめないことを規繼している｡ﾙﾋの條女似正しく極度の．
困窮者に對する救濟蝿這這あるが、それが抜け穴となって

伐探選定を無覗して極度の過伐が一般的に行われているの

である。之には監査の怠慢も責任があるが、続果として各

辮ﾎ所有者はその好むがま･まに茄隼を行うことになってい

るのである。 、

同稼に此の方式は獅阿的にも若干の鉄陥がある。即ち施

業案を貫ぬく經誉方針力秘全ではなく、叉林業經醤を改善

し､森林生産を墹太せしむべき森林施業の最低基準の厳守

を要求していないことであるb,施業案の畝階の除去方策は

次章に於て稼討することにする。

一

！
b,保綴生産原則の確定

Iﾖ本が自ら蛮行称ることがM1来且つ質行すべきである最

も重要な措置は、直ちに私有針葉慰林を保級生溌原則に基

いて經誉することである。即ち伐採量を年間成長趣と同等

叉はそれ以下に引下げ鼠.つ森林の生産力を阻蕎せぬ限度に

減少せしめることである。

称産物の保鐡生産が耐昌な如く森林黄源を保持する上に

年間伐採量が年平均成長鐙を上廻りえぬことが根本要件で

ある。しかし日本では全く正反對のことが行われていたの

である。約40年前迄は木凋需要が適度であって過伐を要

せずして國内生産を以寵迄を充富することが可能遁あっ

た。20世紀に入つ筵まもなく木秘輸入が始り．國丙消費の

増大に伴い､その錐も涌加し1928年には途に全國需要の

殆ど半量を識入するに到つな．然し乍らその鴬時でも國丙

に於欣る森林伐採は成長赴を下廻っていた筈であるa1930

年代の初期における急激な發展の結果大量の木材輸入を繼

縦すると共に、閣内炎源よりの生産量を塘大せしめる必要

が遜まった。1938年には林産物織入が急激に抑制されたが

國内の生産は過去10年間平均の2倍以上に達した。之と

同時に刺謹勉輸出が箸るしく増大し、1939年には最高に達

し、全供総量の17％を占めたのである。疑うまでもなく

之は日:本の戦争準備の一部であり、この篤に國丙森林賓源

が握度に利用されたのである。戦箏中は輸出入とも急速に

一

各 論

I｡現存する森林について

1．森林經螢

n．鞠 説

民有林に對する施業案編成は長い間行われている。明治

40年4月23日の法律（その後砥盈修正された）により50

町歩以下の全ゆる森林所有者は犠該地腫丙全森林面積の3

分の2以上を占珍る、3分の2の森林所有者の同意によっ

て設立される森林組合に對し加入を眼制されている。50町

一・（3）一

~
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減退し、終戦時には殆んど皆無であった。然し乍らこの間
に國内森味に埼する林産物供給の負擢が加寵され｡森林伐

採は終戦迄加速度的に増大したのである。終戦後に於ても

森林伐採量は成長量を遥かに超過している。1950年に於け

る甑開發針葉樹林の伐採量は成長量の3.5倍に達すると推

定されている。第1圃朧1930年以来針葉澗材の伐採量が

毎年の成長量を上廻り､1932年年頭から極端な増大を開始
したことを示している。かかる鍾度の過伐を繼識ｻｰる限り

今後15年以内に伐採しもうる用材林力鞘減する結果になるで
あろう。

満事業の振興に求むくきものである。

1950年度に針葉樹材･の27%を供給する識走をもつ國有

林の經誉は保護生産原則に基いている』從って今日若し私

有林を保讃生達原則に立脚せしめ得るならば状況ほ箸ろし

く改善せられるのである。從って今直ちに私有針葉樹林の

伐採を切下げることが現在直ち‘に採用せらるべき最重要摘

置として職告されるのである。

c､現地菱斜の改薑

結果はそれを組立つべき基礎資料以上に正確でありえな

い。從って林分に脇す萄正確な賓料蒐集の諏要性は自ら明
白である。施業案綿成に役立一こるべく集められる識IIな統

計を硯たが夫等を舞也について穣討する機曾も時間的餘裕

もなかった｡費潤の精度を確か珍得なかつ』こので､弦では
その重要性巻指摘するに止める参編成者は黄料の調成の基

礎賓料として受け取る前にそれが信頼し得るや否やを確か
めるべきである。若し疑問があれば郵也･を調査すべきであ

り、叉報告に峡黙があったり信頼し得ぬことが判然とした

場合は徹底的に灘､調査を資施すべきこと許勧奨するもの

である。

d.面積平分法の塵止

現在全施業案の收碓識定が面積平分法によって爲ざ''1ﾉ亡

いる。此の方式は全森株面殻を輪伐期の年数電除した商を

以て嬉脅の伐採面憤とすおもの歪ある，而してその面積の

10倍を施業案編成期間である10年間に伐採すべき森林面

積とする．次でおそらくば全森林中高年齢の林分から順次

選び出しでその期間の伐採面積とするのである。斯る方式

は各齢級が\均して配置され、法正蒋讃を端え且つ年間伐

採量:の鍵動が少い理想的條件の下にのゑ技術的に安鴬であ

りうる。

しかし日本の針葉樹林の現状に於て此の方式によること

は過伐を存韻せしめ且つ高齢級林分の減少に伴いますます

小鯉木を伐採せざるを得ぬ結果になるのである.:計聲面俄

を伐採する篇勢い齢級の低い小継木を伐採せざるを得な

い。この事寅は三震縣に於て認められた、其虚では現在成

長が最ざ底盛な年齢にあるので今後10年乃至20年は痩

籏すべき杭丸太大の林木を主伐している。

此の方式によると、一輪伐期（假に50年として）の後

には宛かも法正林類似の状態力覗われるかの如く期待され

るが今後20年乃至40年の間多くの場所で伐るべき森林

が殆んどないか或いは全く無いため木材の峡乏を二層鋤b
せしめること力懸想されるのである。此の事疫は殆んど全

ゆる施寒に於て容易に確め得ることである｡

森林の資質的年生産鐙は、伐期に達した林木の材砿と幼

齢林の成長促進の偽に行う間伐により除去される材蹟の合

計没である，此の髄は個々の林分に於て齢阪配置の如何に

4〕一

顎1圖針葉樹用横林“ける伐採上生長との関係
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針紫樹林は建築用その他一般的用途に適する木材の大部

分を供給す‘るのでかかる蕊大な林産物需要はfl蕊樹材に集
中しているのである。最大の需要量は過去に於て、叉現在

〆

でも私有林に對して向けられていろ。そｵ'ﾙま民有林力撮も

便利な地域に存在するとともにここに何等の伐採規正措置

も行おれていない結果である，かかる繼駁的睡力により高

齢大裡木は盆盈滅少し、反面若い小鯛§が艤々睡く伐採せ

られているのである。多敷の施業案を調査した結果高齢級

に腿すべき林分の甚しい不足と、森林伐採が益拷若い小睡

木に移行しつつあることが明かになった。奈良縣は例外で

あって数個の施業案に於て優れた林相を有し、且つ良い經

螢が行われつつある地域が現われていた，1950年度の私有

針紫鋤*の伐採に開する政府の計謹は3,750蔑頑であるが

その成長獄ば1,115蔑4千頑に過ぎない。從って之を保繊

生産原則に従わしむるには2,633蕊6千石を減らさねばな

らない。かかる削減は急激には違いないが森隊經濟を健全

化する馬の唯一の方法である、

現庄の如き伐採がつづけば利用し；る用材供給源は確鐵

に減少し､今後話年以内には事資上洞偶するに至るであ
ろう。長年月を費して目的である保讃生産原則に到達すべ

く毎年の伐採量を逓減することは森林の復興を遅らせ，且

つその査行にあたり一層重大且つ困難な問題を形成するに

過ぎ麹であろう。將来豫想される木材經濟の崩壊防止に關

する唯一の有效な方法は私有針葉樹林の伐採を直ちに保綾

生産原則の線迄引下げ．同時にその結果生ずべき木材需給

の不安定を周到な消裁節約、輸入の増大、及び失業者の救
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であるo

f.不適漕なドイツ式林業經螢の騒止

日本林業は他の何れの國の林業よりもドイツ林業の影響

を狸く受けている。多数の林業技術者がドイツに留學L，

叉一般人でドイツを族行した者も多い。彼等はドイツ林業

‘の組織と方式を大幅に模倣した。例えば皆伐作業は間違い

なくドイツからの借り物であり揃礫案の篤に集める資料の

多くはドイツで使われるものと同じものである。作表方法

すらドイツ式のようである。

ドイツ林業は長年月に亘って高度の水準を保っていた。

ドオツで發展した原理は或る程度何虚に於ても通用した。

然しこれと同時にそれらの原理を地方的條件や蕊境を考慮

せずして盲目的に採用することは不適常である。此の黙を

日本人はかなり見落していた。ドイツの諸{細蛍は日本の夫

れと全く相異している。ドイツに於ては地勢は左程急峻で

なく、雨は一般に静かに降り降雨量は四季を通じてう童く

配分されている。日本のような豪雨は全然なく礎風に類す

る暴風も護来しないのである。土壌は遥かに崩壊し難く雨

も稽かであるから山腹が皆伐された爲浸蝕が起ることは殆

んどない位である。ドイツの諸條件下に於ては日本であれ

ば営然重大な崩壊を發生する程の急斜地に於て慶大な森林

を皆伐して植栽することが可能である。更にドイツの林業

家でずらパバリアアルプス地方の如き山癖也域に於ては浸

蝕坊止の見地から遥林方法を鍵化させているのである。

皆伐作業はドイツに於て特挺ドイツトウヒの森林に大規

模に適用されて好成績菱學げた方法の一種である。しかし
ドイツ人は治山問題の起る危険のある山岳地方には之を適

用していない。かかる地域には一種の群状揮伐作業が採用

され山腹は術に林套で掩われているのである。かかる皆伐

作業をドイツとは全く條件が異り、且､つ露大な崩壊が起り

易い林地に適用した日本の林業家は全く不可解である。非

常に崩壊し易い土質によって大部分が稚成されている急峻

な山腹に對し一瀞よく適合した施業方法を蕊逢せしめた方

が遙かに良漿であった。

g･施蒙案の定期的検討

現行施業案は10年を一期として編成され､10年毎に椎

訂叉ほ改綱されるものである。此の期間中であっても決定

的な状況鍵化の起った場合、例えば瓢除の爲大量の蕊林伐

採を必要とする虫害の發生した場合等には臨時稔訂を行う

ことが規定されている。琴の順應規定は今後とも残すべ

きであるが保縦生産原則に基づく施業蜜施を欺いたり技術

的水準を低下せしむべき或正は許ﾐるべきでない｡'0年の
施業期間中には年伐量を動かしたり或いは伐採林分を鍵更
する等の若干の融通性は許すべきであろうが施業案決定事

項全鐙の鍵更は検訂案の認可なしに之を許すべきではない

〕－

より年間成長量と合致ｻｰる力域いは之を上下するものであ
る。從って現資蓄涜立木度、年間或長量､及び齢級配濫

を無覗する伐採規正方式は如何なるものであっても不健全

であり且つ不都合な結果に導くものぞある。

何れにしても森林は靜物ではないからそれに對する方針

は公式をいぢり廻はして決定し得るものでほない。森林は

複雑な生き物であるから、それ丈けに技術的知識に照して

愼蠅に調査すべきであり、叉その施業仕組は前述の諸因子

を全て考慮して決定されねばならぬのである。伐採面積叉

は材積の決定に用いられる林業技術上の各種方式は嶮討手

段としての債値はあるが施業仕組及び伐採豫走の決定には

勤喰に基く健全な技術的判厳に代位することは出來ない。

若しこの不健全な面識平分法を駁して、その代慰りに伐期

に達せる林分のみの伐採と軌齢林の間伐賓行を原則とする

保縦的材積經理方式を採用するのであれば、夫れは林業の

經誉改善に長足の進歩をもたらすであろう。

G・伐期の延長

蝉削とは一般に當初溌定した林産物の生産が可能になる

大さにまで林木が成育するに要する年数と考へられてい

る。金嘩樹林の夫れは通常用材を生産するに要する年数を

意味する｡伐期は樹種､立地･氣候琴の他の諸因子に依り
左右されるものである。

日本に於ける5種類の主要針葉樹(杉、桧､･赤松､樅、

落葉松）の用材林伐期は50年乃至100年である。國有林

に於ては之等樹種の或るものは大睡優良材生産を目的とし

‘た長大伐期の下に經誉されている_〔伐期120年の杉林を見

た〕｡かかる伐湖の採用は公的所有に鴎する森林に於ては篤

し得るが、私有林所有者はかかる長大伐期の採用は不可能

竃ある。

私有林は施業案に於ても亦､資際面に於ても一般に伐期

引下げの傾向を示している。或る施業案では杉の伐期に35

年という短い期間を用いていたが、之は小窪材を錘する

のみならず、生長の速い時代に伐採を必要とするので餘り

に短力抵ぎるものである。

更に表面上は伐期を引下げていな』､が面積平分法を採用

した結果若木の伐採を総儀なくしている多くの例が認めら

れた。その原因は簡単なこと看あって､伐期に達した林分

蝉い､にも拘らず､所定面韻を伐採する必要上若い林分を
伐採することになったのである。

伐期は延長註べきである。杉用材林の伐期は地位の良い

場合でも50年以下であってはならず60年力鑓醤であるo

その他の針葉樹も少くともこの程庇の伐期を必要とす馬が

松は若干長くする必要があり、80乃至100年力麹噛であ

る。伐期に達せざる森林に於ける伐採は間伐丈けに限定す

べきである。此の原則は施業方針の一部として確立す-べき
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されていない。従って間伐による成長量の墹大を決定する

ことは非常庭困難である。筒お試験そのものも組織的に資

施されたわけではないのである。探し求めうる例外の一に

七座観#鑑芦澤試験地(秋田縣)があり、そこの60年生

の杉林からは1951年に行わるべき次回伐採の完了後に重

要な報告が得られるであろう。しかし此虚に於ても、上鰄
林分が設定されていない。

・間伐を蜜施したものとしないものの雨者について全ゆる

齢級の針葉樹林を観察したが、それ等から間伐は充分早期

に始められておらず、回数も充分でなく叉湿度も充分でな

いとの印象を受けた。勿論弦に述べることは軍なる意見に

過ぎぬことは事實であるが､．しかし之は永年の經鹸に基く

ものである。しかも納得しうる充分涯費料を峡く場合には

意見のみに頼らざるを得ないともいえるであろう｡既に迦へ
べた如くより多く間伐を行う方針を採用することにより森

林の成長率を高めうることめ確信できるの毛ある。

今直ちに必要なこと朧間伐を森林施業の韮木要件とな
し、杭丸太を市場へ供給しうるようになれば直ちに間伐を

開始し、森林洞蝿期に達する迄の間短期間に反覆して間伐

することでおる。若しかかる政策を一般的に採用し得るの

であれば材積生産量は可成り増大し諺恐らく各林分毎に20 f

％を珊加し得るであろう。尚お蓄積成長量及び侭値の増大

を最大熊らしむる篇の間伐回撤及び間伐率の決定を目的と
す為多数の間伐試験計謹を直ちに開始することが肝要で．・ 二

ある。此の際間伐林分が間伐不資行林分より磯れているこ

とを1職する爲間伐せざる比較林分の設置巻忘れてはなら
ない。

@．急斜地に於ける皆伐作業の排除

今日日本に存在している針葉卸氷の大部分は人工繕隣に

よって形成され播來皆伐されるものである「。この成育朔間漂璽瞳
中に間伐が行われることもあるが多くは間伐されていない

いづれにしても用材として利用し得る大さに成育するとそ

の林分は皆伐されるのである･中･にはそれ以前に伐採され

るものがある｡この時期ほ植栽後35年乃至60年である。

皆伐が極度の急斜地、例えば60度以上の諦価に於ても

行われ、その結果危険な崩壊を惹起している場合力謬く認

められた｡之は貴重な森林土壌を流失せしめ、炭大な林地 ・
の生産力を喪失せ､しめるものである。叉之は下流の洪水を

潮大して高憤な洪水防禦工事を必要ならしめている。危険

な浸蝕は一般に施業遼誤った結果として最も上流の念繁馳

に於て始まっているのである。夫ば當初には殆んど氣付か

ぬ程の小さな發端であるが、一度開始ずると雪逵醗の如く

急漣に披大するものである。この大部分ほ裸出した山腹よ

りも吸水力が大で、降雨中にも地表流下を鈍らせ蚤働きの

伊る銅氷その他の地被物を除去したこ･とに原因しているの

）－

h,森林組合の奨勵

森林組合は債値ある施業渡行燈として残存せしむべきで

ある。施業案は4面積森林所有者の個人別よりも多数の森

林所有者を結合した大面穣森林に對して編成す-ろ方がほる‐

かに容易であり叉有效である。しかし組合えの加入は銅ホ

所有者の任意であらねばならない。若し単濁で施業案編成

を希望する者があれば､知許すべきである｡然し組合蓮
誉が良好であれぽ協同による利益力認識せられ､かかる人

人も組合に加入するであろう。 、

若干の組合ほその活動分野を披張して林産物阪灘迄も協

同で微行している。此種組合の増加につき考慮すべきであ

る｡

2．造林及び保護
＝

a，慨 要

現存せる針葉撹林の成長率を集約經誉によって引上げる

餘地は多分に存在している。此の方法は日本の珊伏に於て

完全に礎行し得るものであり、年月を經れば調籾↑有者及

び図の雨審に對して充分に報いうるものである。日本の努

鋤力は豊富であり、各種林産物に對する需要も旺盛で、利
〆

用しうる森林面積も慶大である。 、

かかる條件下にあっては集約施業も採算をとりうるもの

である。次に掲げる諸項目の礎行は、若しそれを忠蜜に守

るのであれば必らず森林收痩を増大し､森林土難を好條件
ゆ

に保ち、林地の生産性を一段と向上せしむるものである。

b.間伐方法の改善

若い森林の成長は迩鴬な間伐により箸るしく増大するも

ので強る･此の成長促進錐は日本でも好成績を學げている

が，かかる賓験があるにも拘らず惨一般的に普及し､といな

い。調査した施業案の殆んど大部分のものが間伐による伐

採溌定を立てていたが､多くの森林所有者は夫れを蛮行し

ていない。欝閉した林分内に生立する樹齢30年の林木の

胸高直浬が4d5吋であるのに對し、間伐を行って充分な室

間を典へた林木は半分の年数で直煙6吋に達している。

最も有数な間伐回数と間伐率の問題は林業家により充分

械討しつくされており、多くの先進國では重要な蔀踏力諏

り纏められ、その結果に基いて間伐が行われている。残念

乍ら日本ではその邇り行われていない。此の綱査にあたっ

ても多数の試験地を踏迩して夫等の試験成績に橡討が加え

られた。之等試識地中にスギ､､ヒノキ，カラマツ及びモミー
に淵するものが1箇，似上あったので此の蕊業の概要を知

り得た｡.試験地の大部分は貧弱なものであって、その試験

方法も峡陰を有していた。立地條件の重要性力逢然考慮さ

れていない｡2，3の極く一部の謙蔵地が間伐しないfi鮫林
分證有していたが､之等は間伐實施林分程鰄的には調査

一（
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である。日本の到るところの山地に見られる危嶮な崩壊の

最大原因が､水源地域及びその下流の急熱他に於て行われ

た皆伐であることば疑う餘地がない。之は中止せしめ得る

ことであり又中止せしむべきことである。若しこれを行わ

ないのであれば、殆んどの山岳地帯が生産力を失った荒溌

地に化するであろう。森林生産を阻碍せず、むしろ長期間

には夫を婿大せしあうる如く森林施業案を改めてかかる急

峻な山腹に不断に剃銭を保持することは容易に資行しうる

ことである。かかる菱更は同時に大部分の崩壊を防止し得

るであろう。

絃に於て急評也の皆伐を排除することにより、（1）土壌

を浸蝕と慨値の低下より保全し、 2)-ド流に於ける洪水に

よる農耕地の被害を減じ、(3)すべての山岳地籍の生産力

を保持し、（4）且つ山岳林の単位面蔽懲り收僅量を増大せ

しめ、（5）森林所有者の收入を増大せしめうるのである。

念斜地に於ける皆伐禁止の多くの優位性は公共的にも個

人的にも明白な事實であるから直ちにこの制限を溌行ずべ

きである。現存皆伐跡地は直ちに鎧林し且つ能う限り適地
には針紫樹を造林すると共に今後は念認馳の皆伐を許すべ

きでないc

d・群雛鐸伐作業の砿立

急斜地に於ける皆伐中止に閥する糊告は夫に代えるべき

方法を提案せざる限り建設的とはいいえない。其の方法は

地上に常に林套を維持するものであらねばならない。日本

に於ける針棄樹林經誉には次の2作業種を應用しうる。郡

ち（1）傘伐作業及び（2）林冠力鋤層をなす、換言すれ

ば各種齢級の林木より成る林分を誘導する或種の群吠澤伐

作業である。

傘伐作業の場合は杭丸木の裡級に達した時期に間伐を開

始し､蕊成観切間を通じて一定期間毎に之を反覆するので
ある。而し､亡最終間伐として伐期前10年位の時期に老木

下の稚樹に充分成育出来る程度の光線を輿えるように張度

の間伐を蜜施するのである。更新は若し成功誤れば天然更

新により、さもなければ人工値栽によって行う。何れにし

ても残存老齢林木が伐採される数年前には新林分力減立し

ているぺきものである。此の作業種は同齢林をもたらすも

のであるが､.容易に質行しうるものであって、日本の針葉

郷*に對しては適當な方法である。

全ゆる年齢の林木よりなる謝淋避成を目的とする群状澤

伐作業の賀行は前者以上に困難を伴い且つ之に成功するに
は高度の林業技施を必要とするものであるg此の作業種も、

傘伐作業と同様に杭丸太の經級から間伐を開始し、現存林

分の改善を圖るものである。しかしそれ以後の間伐に於て

は大座木を単木的或いは群團的に伐採して林冠に孔をあけ

て彬也に充分に光緩を投入せしめるのである。而して其の

孔に天然更新或いは植栽により稚樹を成立せしめる。之等

の伐採を一定期間毎に操り返えし、その度毎にﾗ汽二宛更謝

され､維局には異齢林が成立するのである。しかし査際に

はかかる成果は殆んど篭現し得ないので、多くの場合、2

暦林、多くとも3暦林の成立、換言すれば2乃至3齢級の

林木が群圏的に混交ずる森林の遥成を目的として蜜行され
ている。

此の作業種は夫力華5妙に資行されればf傘伐作業による

場合以上に多くの材積收穫をもたらすものである。然しそ

の反面、有效な技術的指導なしに適用困難である。若し急

斜地に於ける皆伐を中止すれば普通の森林所有者は恐らく

誰-･の傘伐作業を賛行ずるであろう。此の場合間伐を屡為

礎行している限り、新しい林分の成立を目的とする伐期直

前の伐採に際して風倒を倶れる必要がなくなるであろう。

國有林及び良好な技術者によって管理される民有林に於て

は第二の作業種を資行し得べく又事疫部分的に行われ墨こ

とも確疫に撒測しうるのである。

植栽によって新林分を鑑成し、その成育期間中に間伐を

行い、伐期に至って皆伐する方法は平坦地及び崩壊の危険

がない織}地については今後とも引綴きi漣行してよいであ

ろう。此の作業種は箪純であり、且つ獅脳的援助を猯んど

要せずして充分腰用しうるものである。然しこの皆伐しう

る特鯉の濫用を警める爲國家機關による適當な濫督が爲さ

れるべきである。

多數の森林所有者から天然賓源局の職員に對して群状澤

伐作業力菅伐作業による場合以上に經強を要する爲蜜行し

得なかった旨陳述されている。此の誤った澗念は明らかに

極めて一般的に持たれているのであるが、その經費の嵩む

事没を明白になしえたものはなかった。反對に現に自ら群

I職伐f嬢を蜜行している一人の森林所有者は､その方が

安似であると云っていた。

米國での經職によれば群状揮伐作業は經我を輕減し收謹

材の品質を向上させている。日本の場合は伐木機械に對し
多額の投舞を必要とせず且つ大部分の仕事が手で行われて

いるのであるが、群朕澤伐作業は米國と同様に經蓋を輕減

し生産材の品質を向上せしむくきものである。

群状鰈伐作業は皆伐作業に比較し筵遥かに弾力性に富ん

でいる。此の作業種を質行する森林の所有者はその時期に

特に必要とさ｝れている材の生産に適する林木を選んで伐採

することが出來、且つそれ以外の林木を一層有利な材が生

産しうるI闘鞠l迄成育せしめうるのである。他方皆伐個諜に

於ては生産される材の如何を考麗せずして全林木を伐採し

なければならない。

以上の理由によって、群状鐸伐竹挙が生産材の品質を高

め且つしばしば生莚量を増大せしめうることになるのであ

｡

~
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カーチヤー・デツクスター：白太に於ける民有針葉樹林の經整

念緊馳の皆伐が中止せられるのであれぽ皆伐跡地を伐採

後1年以上植撲せずに放置することは許すべきではない。

鰯Ⅲの生産能力はこの原則の資行を可能ならしむる裾足る

ものである。日本にとって林産物生産髄を最大ならしめる

ことは極めて必要であるから全ての皆伐跡地を植栽せずに ｡

遊ばせることを禁止しても、夫は狼制しすぎる措置ではな

い筈である。

f・森ﾈ害虫，火災及び病害の防除

森林害虫は毎年被害を及ぼしている。現地覗察に於て甚

大な被害は見られなかったが、岡山、兵庫、宮崎、鹿兒島

長崎、禰岡の各縣に松喰虫の大被害が發生しているとの報

告があった。虫害問題に關する調査が最近Wiiせられ､防

除方法が勧皆されている。若しとの糊告通りに資施されれ

ば虫害問題は解決されるであろう。然じ虫害發生を探知報鐸黙
告するには各關係機關の不鐵の監覗が必要であり、之によ

り被害が最悪段階に達する以前に救濟的、防除手段を講じ 、

うるものである。 〃

山火事は日本の金礁樹林に於ては左程重要な脅威ではな ‐

かつた。最迩の山火跡地は一度見受けただけであった。し

かし條件如何によっては山火事は重大な被害を及ぼすもの

であるから不断の監覗が必要である。山火班發生の氣象條

件に關する研究が岩手縣好摩の試験支場で行われていた。

この研究は今後とも繼績すると共に之を擴大して火災防止

の各部門につき研究すべきである。森林の病害については

充分に調迩する暇力無かったが,若干の茸類や癌朽菌の發

生力現られた6しかし概して素材･の被害は少なかった。
伊

る｡

e・造林の即時蜜行

林地の生産力保持の馬伐採後直ちに造林を行うべき事

は自明の事である｡戦争中の過伐期間は勿論‘戦後に於ても

この事は術に鍵行せられず、；銅$計識ははるかに遅れてい

た。踏林計謹は年煮改められて現在に到っている。速やか

にこの計謹を完成し、それに基いて資行する必要がある。

1930年（昭和5年）以来の毎年の伐採面積及び造林面積

は第2圃に示う-通りである。

も

第2間針葉樹林腱許け騒年縣階伐面鞠礎材面積
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1940年（|唱和15年)迄の間は毎年造林が若干宛遅れて

いて、この年にその遅れを取返すべく努力されたことが判

るol942\(昭和17年)には遺体未濟地の集俄が36,000町

歩に減じたが、その後の伐採増加と遡淋没行の縮少によ恥

再び挫沸妹濟地が鐸し始め､1948年(昭和23年）には之

が408,000町歩に達した。（第1表）

之縛淑*未濟地の麹*に對し既に嶋捌の努力力鏡されて

いるが.現在の伐採割合に於て毎年277,000町歩が要造林

地として伽|llされているので、過去のいづれの計識よりも

かなり大規模な計･謎を直ちに立案する必要がある℃ﾉ伐採を
,保徽生産原則の線に引下げた場合でも、数年間は現在程度

の迩休を繼繊すも必要がある。

第1表.皆伐した針調劃林の淑*未瀞也

累積状況（単位町歩）

年度 面積 年度 面種

昭和5年 8,000 昭和19年 105,000
〃 10年 97,000 〃 20年 132,000
" 15年 192fOOO " ・21fla 279,000
〃 16年 128,000 " 22年 371,000
〃 17年 36,000 〃23年 408,000
ヶ 18年 50.000 〃24年 356,000
讃者は第2園及び第1表が何れも針葉機淋のみを畿嫁と

している職を忘れてはならない。

縦激しワる伐採跡地の篭羅職は今日迄に3,212,000町歩

に達し、その約90％ほ針蝋鼓以外のものであるが､大部

分は人工植栽により針葉樹林に鍵えうるものである。

P

■

11.現存針葉樹林

1．裸地及び遊休林地の造林 へ

日本の國士は林木生産に適しているが、此の目的に利用

されない籏大な土地が存在している。何虚に行っても植林

す哨大識皆伐跡地が見られる｡この他に原野.草生地、
叢林地､その他としてかなり廣大な面穣が存している｡高崎

新潟間の山岳地帯に於て此の種の土地の特に甚しい例を見

ることがli1來る°利御il,天調llの上流地帯も同様である。
北部本州を飛行機で覗察しで、土地利用の燭兄を具さに調一

議し仁が、そこでば殆んど大部分が崩壊しつつあるところ

の厳大な面識の裸地及び草生地が見られ準。此種の土地は

一般に謝氷中に介在しているが，疑いなく木材生産に役立

てうる土地である。これ健一地方に限られたものではなく

して全森林地域に豆り存在;-るものであり、その多く力観

在侭産に過伐されつつある森林の近くに存在している。從

って此種の土地を林木生育に役立たしめることは非常に大

きな問題でありロ.つ日本全國に普遍的な問題である。

－（8）一
⑧

口



カーチヤー･デツクスター：日本に於ける民有針葉樹林の經誉

後に決定するようにすべきである。

3．廣葉樹林から針調詠林への韓換

麗葉樹林の轄換は荒腹地の鎧林とは全く異った問題であ

る。現存旗葉樹林は概ね薪炭材を生産する倭林か、さもな

ければ用材生産を目的とする喬林である。麗葉樹材生産に

不必要である贋葉樹林を針莱樹林に韓換することは、針葉

樹材に對する必要性及び需要鐙が旗葉樹材より遥かに大で

あるのと、針葉樹の生長が遥かに速やかである2黙から糊

告できるのである。この2熟より勘案すると針葉樹に適し

た鹿葉樹生育林地の多くを針葉樹林に韓換することは割の

良い蝋業といいうるのである。

かかる樹種鍵更は私有林所有者が完全に行い得ることで

ある。政府及び府縣職員の任務は郷|『普及及び經管指導の

雨業務を通じてかかる樹種鍵更を諭告し、奨勵し、助言す

ることに限りうるのである。

111.政策の實行

1．民有林伐採に對する國家の監督を

定める法律の制定

民有林の伐採量引下げは現在に於ける公共穂耐:と荊來にグ

於ける個人の利益の爲にのみ懸牲を桃5意義を有するので

あるから､森林所有者が自發的に之を行うことはあり得ぬ

であろう。此種の任意決定は最も至難であり且.つ邇徽失敗

に終りがちである。日本の惑淋は現在危磯に直面している
のであ湯から、民有林所有者に對してその認ﾎを健全なら

しめる篤の必要手段を任意に採用する如き機會を與えるこ

とは不可能である。若しかかる計讃を、試承て失敗すれば

その代偵は餘りにも過大に過ぎるであろう。從って採用す

べき擬明な方法は法律により，民有林の伐採を溌掛し施業

の礎行雄準及び伐採識定蠅を定めて之を掘削しう・る瀧限を

政府に典えることである。

此の椛限は府縣よりも政府が保持すべきものである。そ

の理由の第1は問題が國家の問題であり、第2に政府の方

が一層良い仕事を資行し得凡つ地方の政治的嘩力から逃れ

得ることである。若し政府がこの仕事の一部を府縣に委任

す過ことが出来V叉府縣を通じて森林組合に代行させうる

と決定ずるのであれば、その様に.しても良いが最終の賀任

は若しこの方法を蜜施するのであれば政府がとるべきであ
る。

園が雛督する脹者の範幽は1町歩以下の森林所有者以
外の全部とすべきことを糊告するものである。この瞳分に
より数に於て森林所有者の約72％、360蔑人以上、面積で
民有林の僅かに15.4％が除外される筈である。この結果

圃有林民有林の何れに於ても伐採後直ちに行うべき造林

對漿が可成り計謹より遅れている。しかし之を恢復す-る篤

の各種の企がこれ迄蛮行されてきた。その蜜行は計謹に及

ばなかったが少くとも現在喪行中である植栽補助金制度に
C

より､經濟林地における伐採跡地の累積は必らず植栽をら
オ墹譜が順調に進行することになるであろう。然し古い伐

採跡地､草生地及び掛韮樹用材林になしうる嬢林の皆伐跡

地よりなる慶大な面識が造林計叢の對象外とされている。

之等の土地は一部の公有地を除き大部分が私有地である。

針葉樹林にまえうると認められる之等の土地は、少くとも

300.蔑町歩に達するものである。

以上の他に一層注意を要する土地として移動性にとむ砂

丘地帯があるb日本海沿岸の秋田職E代及び東京の東にあ

届る半鳶である千葉縣に於て蓋干の注目すべき砂防工事が見
られた。雨地とも砂丘を固定する主林木として黒松が用い

られている。一般にその青磁は良好で、砂丘を固定する方

法も成功している｡能代では砂丘上に約300閥捗の黒松林

力城林している。所要經饗は高償である瀧、之等の土地は

いはぱ荒地であるから砦しその森林のおかげで背後の鍔也

が保謹せられるのであれば充分に毒在慣値を有するもので

ある。その上この全くの荒地から幾分かの木材を收甑し1、
p

るのセある。

2．荒慶地に對する國家的
争

造林計憲の樹立
分

一昌般に荒駿地の造林は多額の經費を必要とするので森林
所有者の自己負携では之を遂行し得ない場合が多い。然し

公共の利益の爲には之等の土地迩辮ﾎ經濟に及ぼす貢献は

・ 非粥に重要である。從って之等の土地に對する鑑林を失業

一へ救濟事業として公共事業数を以て渡行することが望まし
い｡

若しかかる事業が行われる場合に於ては契約によ為義務

の設定を通じ筵､植栽木が伐期に達する迄充分に保護撫育

せられることの確證を所有者から取らねばならない。筒睡

之は左程重要ではないが、之により政府はその林木の伐採

に際して識ﾂk費を回收することも出來るであろう。

森林伐採量の減少によって發生した失業者を此の麹*事
業に雇傭することが可能である。ミざ､ととは木材槻采の減

少に伴う經濟的打繋を緩和すると同時に將來生産蛍を増大

しうる喪源を造成するといふ2つの目的に役立つものであ

る。斯る計賓は完全に建設的な計蓋である。かかる方法は

・荒溌地の森林造成に鴬b補助金によって行うよりも遥かに

敷果を有し且つ成功しうる方法壱ある。此の計盤は園の監

，掛下に於て森林組合をして礎施せしめうるであろう.。然し
この蜜行組織の最維的形式はこの計謡が顕簡のﾇ郷を得た

一（ 9）一
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約140蕊人の所有者が蝋督を受けることになる。尚ほその

監督の大部分を森林組合をして蜜行せしめるのが適営であ

ろう。更に適用を除外した1町歩以下の森林所有者の多く

が森林組合員としてその礎残るか或いはIﾖ發的に加入し･て

この計喪に協力するであろうから監督される林地の比率は

更に高まるものと溌想される。最後措置としては之等ﾉ1両

職森林所有者の全員につき森林伐採を監督す．ることも可能

であるが､現状では織りに大規模に失する大事業になるで

あろう。勿論波術普及は之等の黙を包含すべきものであ

る。兎に角民有林の85％力辮綾塞の韮礎に立って立派・

に經醤されるのであれば此の計喪はかなり成功したと認む

くきである。

1 2．現地監査

本報告作成の爲に行った現地観察を通じ現地號査の峡

除､過失の是正乃至森林法違反の發見と防止に脇する資際

的行動の飲除に加え施業案漉行の不確澄さが常に例外なく

明瞭に看取された。

各地の森林組合に於ける曾合に於て多数の組合員から伐

採計説について多くの蛤員力無關心であり且つ彼熱の思

うままに森林を伐採したということ力撰b返へし七述べら

れた。組合理事が現地監査を行った形跡は少なかったが、

それにあまして荊鍵案の編成及び震行を指導すべき府縣職
員が現地溌査を資施した證搬は殆んど認めえなかった。叉

政府の林務官も郵也監査を殆んど資施したことがなく一般

に下級者からの報皆を鵜拝みにしてその確度に對して全然

考瀧を柳っていないことが明ｶｮに認められた。

この結果施業案は総討しない費料に基いて編成せられ、

森林の資態に即しない結果を現はすことになっていぉ。上

級者に對する報告の精度を現地と對比したこと力無いので
ある。叉定期的現地礁姦も行われていないのである。森林

法遼反渚に對す-る灘蝋査､鋤祷､指導､及び虚罰を麺じ

て敷果的に森林計聲を笈行し､9．つ監理するのでない限り計

謹がうまく運営されることはあり得ないであろう。かかる

計確の"iは法律に規定すべき事項である。

3．棟業技砺普及事業

る。伐採木の選定、或いは用材伐採及び販費に脇する般良

な方法を林丙に於て寳地に指導することが可能である｡附

近の住民を招いて覗察せしめ計謹資施に協力せしめること

も出来る。その後に各森林所有者に對して質問の機曾を輿

え且.つ勘告する爲の時間を典えるべきである。

農民及地主は自己の勢力によって林木を伐採して市場へ

搬出することにより自己の收鈴を増大せしめうるものであ

る。彼等の林業淘備の向上に伴い彼等は自己の所有する林

木について一層の誇りを感ずると共に、2，3回の間伐を通

じて林木力馳の一般作物と同様便手久すべきものであるこ

とを悟るであろう。蛮地指導によって得た勧告に從う,,こと

により彼等は以前よりも良い林木を費却し、その收入が墹

加しつつあることに氣付くであろう。叉彼等は林地の状況

を良好に保ち月;つ林木成育を促進せしめうること詮學びとふ

るである~う。蜜地指導の度重るに随い森林所有者の林業に

對する關心力探まるであろう。彼等はその土地の地力を改

善し､林木生長を促進する方策を學びぅる｡色あろう。

俊地指導を反覆するにつれ林業經誉に關心を持つ森林所

有者力噸加するであろう。彼等の認識が深まれば、施業案

に從うのが割の良い仕事であることに氣付き政府の役人と ．

跡力して編成した茄鳶慧護を喜んで萱ji対るようになるであ
ろう。森林所有者に對して林業とは如何なるものであるか

ということを寅りつける仕事は大事業であり、技術普及事

業Q眞髄をなすものである。林野臆は1950年4月1日よ

り全國的に捷術普及事業を開始した。此の事業は林地生産

力を崎進せしめ、併せて森林收入の墹大を間ることを目的

とするものである。その主要事業計甕は次の3黙である。

a・林業に開する各種の技術問題につき森林所有者及び

林産業者を援助する

b.至國森林資源の保全と利用とを促進して國民經濟のへ

發展に寄與罰-る ・

・・調氷所有者がその林地より一厨多くの收入を上げる

ように援助する

’950年度の政廊蕊阜で認められた識朧普疫職員は､総徴

1120名で,いづれも林野寵の一般的管理下におかれている。

この中から府縣窮には300名以上の専門技術普及員がおか

れ森林經醤,造林､治山､病虫筈防除､及び林産物利用の諸

問題に閥する普及事業の指導者として教育されつつある。

残り800名以上の者は村を對象とする握馨蔦業の識習を受

けている。

此の頚業は試験場及び大學に於て積拳上げられた林業技

術に關する各種職告を直接之等を必要とする森林所有者及

び工濁り人埒に管及することを目的として完成された組織

として、日本の林業史上初めての試験である。此の噸業は

日本林業にとり必要とされていた學理と寅際面との蕊本的

)一一

夕

竃

一つの計鐙を成功せしむるには、それに關係を有する人

人に、その計霊が彼等に鋤して如何に役立つか、それに何

を期待すべきか恩叉全國民は何を期待すべきかを周知させ，

教育しなければならない。例えば森林を所有する地主や農

民に對しては先ず彼鞠籾有する用材樋D伐採を保識生産
の線まで切下げるべきことの必要性を説明すべきである。

更に熟練林業技術者の齢也指導を通じて森林所有者が術I

を改良し胤つ收入を増大しうるように援助しうるのであ
、

－〔 10
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匡正が行われるべきである。違反は直ちに調査してそれを

匡正する篤の措置が識ぜられるべき通ある。森林法は全國

民に理解させ且つ蓮奉せしめられねばならない。

5．政府の助成

麹縛業や林道建設事業等を含む各種の補助金支出を定
める國家#i"j事業は現在敷果を上げている。我の輕減及び

森林を伐期迄保持し且つ早伐を防止手る篤の低利黄金の融
通等の新規助成事業についても糊告がなされている6若し
此の鋤告に華づく各種計諜が採用された場合現在行われつ

⑤

つある助成施策で充分か否か叉新助成施策を必要とするか

否かを稔討するには充分な時間が得られなかった。

確かに政府援助は“の重大問題である。森林組合員及

び調氷所有者との會合に際して例外なく之が問題になっ
た。概して彼等は高い税金の爲に良い林業經菅が妨げられ
又相談職が過度の皆伐蛮行を餘儀なくなさせたと不ﾕ1塁を申
立てていた。叉彼等は補助金がﾝf琉分であって銅*伐採そ

の他の施業鱈つき現在以上に拘束を受けるのであれば補助
金を棚営に塒大すると共に低利斑金融擬組織を確立する必

要があると訴えていた,

施業案の賛行は助成事業の未解決を口寅として延期ずる

ことを許されないものである。然し森林所有者がこの新計
識に従い得る能力に開する此の計謡の敷果全殻の調査を日
本政府は直ちに資施すべきである。

此の綱査は現行助成事業極鋤する鍵更､鎧加減額及び

駁止に開う-る渤告の決定を含むものであらねばならな

い。調氷所有者が自己の負擴に於て個人の利益の濡では

なく委共の輻祁の爲候要求された事項を履行ずることに對

し公共的養金を支排うことは當然すぎることである。

補助金追加の經費を省き胤つ國有林からの收入を増大す

る黙に於て政府自身にも有利であると同時に民有林所有者

を援助しうることになる他の政府施策がありうる。日本に

おけち立木償絡は低きに失しているが､之は國有林の場合
も同様である。かかる状況は是正されねばならない。

結合を定いたものである。此の事業の發展は之迄日本政府

が溌施してきた民有林業改善事業中最も重嘆な進歩の二を

'形成するものである。本事業の主要事項は他の林業先進諸

國に於ける林業技術普及事業を充分参考として決定された

ものである。

4．林業經螢指導事業

林野寵による民有林施業案蓮織指導事業は1950年7月

に始められた。林野臆ほ府縣林務営局と協議の上全國の民

有林詮.2071の森林唾に唾劃した。之等森林瞳は個為の施

業案迩瞥を指導鯉誉する行政上の目的に韮いて設定された

ものである。此の事業の創設にあたって、政府力約束した

撫螺は､1950會計年度に於て7月以降各森林唾を擢當する

經誉指導員1234名及び府縣寵駐在の監督員136名を雇傭
しうるものであった。經誉指導員の設澄にあたり重要針葉
樹林地歴及び治山治水の必要が切迫している流域を包含す

る森林瞳を最優先に考慮した。經替指導員は林野聴計蓋課
の聡掻下におかれている淡、その計溌課には民有林施業案

係として13名の官吏が配置されている｡經繊旨導員の任
務は次の如くである，

‘1．施業案編成期間を通じて施業i薩行績果に開する諸費料
を蒐集して施業案を認伏に適合せしめる。施業資行結果
を森林所有者、叉は森林組合及び知事に提出して、之に

開する記録と施業案との比較の用に供う-る。

b.森林所有者又は森林組合と共同で施業憧行状況を示す

照査漁を調製す鴇。照査簿は調氷所有者及び經誉指導員
が毎年の施業計謹を立案し､施業案に對ずる違反を脚上
ずると共に施鐸の糠訂に對する最近の記録を提供する

ために用いられるものである。

c，森林所有者及び森林組合と協力して詳細な毎年の施業
奮行言畷を編成する。

彼は此の計蜜を知事に提出して認可を受けると共に施業
案との對照繊査を蕊ける。之等の經纈旨導量は現在採用さ
れて訓練を受けている。彼等はその所要經費の50％を林

ー

p

《
「

野聴から支給されてはいるが、その身分は地方公務員もあ 輸入サルフ・アイトバルフ‘は1噸300ドルもす湯のに同一
ろ。現地調査によると､この業務の創設に對する府縣の熱 の國産品は118ドルであり､叉職入材償絡は國丙市場償柑
意にﾗに差のあることが到った。かかる差違の除去にはこの より50-200％高侭であることに照し、園内素材償絡が低
計懇の全般的統制を林野寵が擢雷し、且つ經螢指導事業計 すぎることは殆んど疑う餘地がない事賓である。日本の立
識を湿力に推進するに足る力を林野庵に災える立法措置が 木償絡は引上げらるべきである。これは國有林がその素材

及び立木の債緒を引上げることによって達成することが出とられるべきである。

以上強に勤告した鍵革は施業案の完全奮行を可能ならし 来る。債絡の一般的騰黄によって民情林の立木憤絡が上昇
む遍爲の描置である。各森林腿に1名の經誉指導員を配置 し森林所有者がその經醤を改善して林木を仕立てることが
することにより民有林施業の定期的臘勝を確保しうるもの 右刺になるであろう。同時に慣絡の差違に基づく國産材の

である。凡ての施業案は直ちに賓朕に即して修正巷らるぺ 大避需要が解消すると共に消我面に於ても職久材による剛
きである。又施業案の賓行炊況を絶えず糠蚕して、必要な 産材の代位が起るであろう。政府が施薬案の蜜行を通じて

一（11）一
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民有林の伐採を硬く監督し、且つ高い立木償緒を持綴する

ことによりその賞行を助長すれぼ､森林所有者は多額の政

府炎金援助を受けずともその林業經誉を必らずや改善しう

る筈である。森林所有者はその賓金獲得の爲により少い材

讃を伐採すれば足り.るので、その結果残りの林木を高齢級

の大径高償材の生産に残しうることになるであろう。

&

結
垂
函

日本の民有針葉樹林は過去長年に豆ってその債値を著る

しく減少するままに放置さｵ1たので．その生窪力は甚しく

そこなわれてしまった。若し現在の伐採率を急減せしめ得

ないのであれば､､日本の製材生産喪源は今後15年以内に

事疫上消滅するであろう。それのみならず現に行われつつ

ある伐木方法は重大な二l沙也浸蝕を誘發しているのである。

此の過伐阻止の篤に何等かの手段がとられぬ限り日本は近

年中に自國の經濟力では解決し得ぬ程に重大な木材飢鯉に

突入せざるを得ないであろう。

此の洲盗に依る勧告に韮づく諸計謹はかかる傾同を直ち

に是正すると共にその森林を健全な状態に保って日本の將一
配

來に於ける繁榮に對していよいよ重大な關蓮を有する因子

たらしめるものである。勿論かかる行爲は現瞬目當の糠牲

を必要とするものであることは事疫であるｶﾐ、將來の大災

澗を避けるには絶對必要であり.且つ支沸う丈けの偶値を有

するものである。絃に勘告する諦需I譜は次の如くである。

1.森林を保績生産原則に従って經螢して､過伐を蝿
せしめること

げ

2．森林の生産性向上を意味するより夏き森林施業を導

入すること

3．森稗より生ずる浸蝕及び洪水を減じて下流の農地に
等

好影響を與えること

4：非生産的遊休称地を開發して債値ある林地となすこ

と

5．伐採量の減少による失業者に對して建設的仕事を與

えること

6．本計画が成功するように政府に對して必要な監雷擢一

に與えること

7．以上の譲計霊はそれらがもたらす偉大な利益に難み

充分支挑う債値を宿するものである。

此の計識は國有林が現在行いつつ施業方法を繼鞭すると

少雛、既に天然費源局によって行われた廣葉樹林の經蟹及

び調盗研究に關する諭告を髄行し且つ洪水防止計喪の林業

に鮒する謝事項を賞行することと併行して資施せらるべき

ものである。之等相關連する諸計鍵は森林復興に對する完

全に調和した需匿を形成するものである。之等言鯖髄によ

って日本の森林は再び釜面的に生産力を恢復し且つ今後の

日本經濟に於て適堂な地位を礎得し得ることになるであろ

う。 （完）

6．伐木加工過程に齢ける無駄の排除

日本には必要な需要に雌じうる丈けの林木費源力無:いの．

であるから､亦材の加工及〔痢悶に際しての無駄を歎覗サー
ることは出来ない。それの攻ならずー般的槻察によれば立

木から最絡製品生産迄の全過程を通じ取扱いの改良及び利
用の改善方策を採用することにより相當量の木材消識を節
約しうることが明かである。

現に朱利用の儘放冠される量は極めて少堂である。例え

ば遥材の際に出る木片は、米國では市場債値力無いとされ

ているが日本では薪と木炭の生産に利用されている。又米

國では大抵の製材工場で見られる鋸屑の山も日本では極く、

稀にしか發見されない｡樹皮は屋根葺材料峰､叉樹葉は特

産物及び農地の有機質肥料として大量に使用される堆肥生

産に利用されている。・

かかる高度利用にも拘らず､林産物利用侭改善砺旨であ

る。現地覗察に於ても次の諸黙につき不注意による無駄な

木材使用が認められた． 管

11．利用に耐えない腐朽材の堆積

b,ホ螺の際の振れや反り､腐朽による品蝿下､刻印打
入による無用の損失等に塾づく劣悪な貯水方法

C.木材の質及〔蝿を低ドせしめるバルブ材の劣悪な貯木

方法

d.承ルプ材としての高級材使用

木材利用を改善しうる方策としては次の瓢項が可能であ
る。

a・木材を森林から生産するに鴬つては必ず最維の用途を

考慮して生産されるべきである。

b.製材の積み重海及び丸太の貯木方法はその間に起る品

痩低下を減少する如く改良せらるべきである。

⑱、製材の取扱は干割れ及び風化を減退せしめる如く改良．

すべきで易るむ

d.林野聴林産課は製材及び伐木業者に對する識習雷を開

催して木材利用の改善及び損夫除去を計叢すべきであ

る。

e・技術普及事業は研究によって得られた木材利用の改善
●

方法に開する賓料を配布する如く繼綾せらるべきであ

る。

1

× ×
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33～35頁に掲げた東大千葉縣演習林一杯水試験地の澤伐施

行麓と對照唾の成長堂の比較について､私の所説に安當で
ない黙があったので之を訂正して置きたい。

本試職地は、カジその他の常緑籏葉樹を主催とし多少の

モミを混ずる林で､蕾くから何回かの皆伐を繰返えした林

で、昭和11年に澤伐を施行した際の林齢は18年生であっ

た｡d方位は大魁西向で尾根から棒に豆る急辮也で地形や地

位の鍵化は相鴬著しい･

之を昭和23年に第2回目の澤伐を蛮施するに富つ筵測

定して坂纏めたのが次頁の表で湯る°

技術シy戸ズでは､澤伐随の年平均成長量は昭和11～23

年の平均､すなばちAE5"079m3,B"5.127mSを採り、

對照唾を籍し皆伐するとすれば萠芽發生から昭和23年迄

の全期のユド均成長鮭、すなわちCIK3.719m$,DE4.845

m急となるから、鐸伐腫の方が成長鐙が大きいと到定した。

然るに昭和11年営時の材積はA,BがC,Dより可成り

大きし､ので、元来の地臓に優劣があり、叉O,Dの昭和11

～23年間のzI菖均成長量が5.123m",7.095m3を示してい

るからA,Dも若し澤伐を施さずに､その雛残して置いた

ならば却って材穣成長量が多かったのでIまないかと中村教

授より指摘された〃

、確かにこの試験地の各腫は地形や地位に差が多く、樹種

の構成や株の樹勢も不同で殊にモミの大木が数本混在して

異常な影響を與える等､比較試験地として適正でない黙が

多く、殊に揮伐随の方ｳ濁照瞳より噛初の材磯が大きかyつ
たので、”上記の数字の差を以て鐸伐職が皆伐腿より平均成

長量が大きいと断定することは科學的締密性に敏くもので

あった。

なおその上に私は澤伐塵では澤伐された材積も加算した

平均成長鐙を出して澤伐が皆伐に比して著しく收礎量が

多いと記述したが、之は今回限りのことで永年の比較の幽

字’として使うことは誤りであったことを率直に認めて樹駝

ぴする。技術シリーズでば直ぐ訂正して髄いたが、最迩

「蜜用林業蜜典Jと云う永に私の奮稿が訂正されない礎で

記載されているが､之は私の關知しない間に印刷刊行され

たことで直ぐ訂正を求めている。

はしがき

我が園に於ける薪炭林の伐採鐘は毎年1億石以上に達し

（最近数年の伐採量は統計面では1億石以下となっていあ

一が各地で行った消費過調査その他から判断して疫際は1

億石を優に超すと推定さ･れる）成長斌の2倍以上の迩伐が

綴けられているので､全國的に薪淡林の林力の低下は恐る

べきものがある。

、 一方用材林の過伐も甚だしく､､その荒駿も著しいのであ

るが、日本經濟の自立上必要とする最低限度の需要量でも

成長瞳を遥かに上廻るので､･用栩*の墹加は國策として必

要であり．薪炭林でも適地は用材林に鱒換することに努力

a しなければならない。

從って薪炭の消費節約と薪淡林の生産力増進を間ること

が焦眉の急務であって、林野潅や地方寵では此等の黙につ
笹

いて色持な施策を採られている。

特に昨年来發足した技術普及の重要項目の1として獅侭

普及員の關心が弧く、私が昨年林業技術シリーズで渡表し

た「職淡林施業法改善」も熱心に瀬まれ､叉各地から識習

曾や協議會に出席を求められることも屡盈である』然るに

へ寄せられる質疑や講習曾で語り合った結果から判勤して、

－薪炭林作業法について理解の不十分な熱も多くあり、叉私

の記述や所論が不適富である篤に誤解を與えている黙のあ

ることも感ずるので、全編を書き改めて再發行する議定で

ある､が，こ上に誌上を借りて訂正すべき黙や補足すべき所

を述べて讃者の叱正を願う次節である。

この機に懇切な注意と指導を頂いた東大中村教授に御臘

を申上げたい。 ．

1．．一杯水試随地の樫伐腫と對照随

の比較について

新調氷の作業法として問題と瓶るの侭澤伐と皆伐である

この催劣を比較するに際し一般論に移る前に前記拙著

(錐者）林業試籔場經警部長

一（13）一
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以上述べた如く一杯水試験地の第1回の揮伐結果だけで

澤伐の方が皆伐より成長髄が大きいと芋腱することば、數

字的に妥當でないが｡愛は第1回の鐸伐E｣は樹種の改善を

主目的として、成長の旺臓なミズキ。アカメガシワ．マメ

ガキ，カラスザンシヨウ，ブサザクラ、シイ、ヤマモモ等

は殆んど全部撰伐した。これ等の樹種は優良樹種たるガシ

類より相當成長量が多いので、操伐腿朧成長鐙の鮎では低

下することは初めから鼬悟したことであった。然るに残っ

た半数以下の木が澤伐後12年間で.對照瞳の全林木の總

成長量と左程劣らぬ成長量を示したことは澤伐が將來有望

である示唆としては十分であると信ずる。

本來の目的であるカシ類の混交歩合の埼加は識期通りの

成果を收めた。すなわち次表の遡りである。

ていても箪償が高いことに依って、カシの混交歩合を増せ

ば收益ほ著しく増大する課であるs清澄地方で燭米の鐸伐

が皆伐より有利であると我掩が主張する最大の根擴はこム

にある。

次に1年のzI皇均收獲童として比較j-る場合に鐸伐では鐸

伐と撰伐の間の回歸年の間の鄭銅成長量を用い皆伐では

輪伐期の縦I堂均成長量を使ったのは次の如き理由である。

澤伐作業で鐸伐年度の秘秋を班とし之を騨伐旬して、とな

ったとすると鐸伐材積は班一m回歸年をrrとするとf評均

成長登は-型二聖となる。澤伐作業の法正な形では之が絶
『n

，M－m
えず樹鯉璽えされるから平均1年の收捜量は－である

、

之に對・し皆伐作業では，伐期(N)の時の材秋をMI と

すれば.N年に唯1回のMIの收漣があるだけであるから．

年率陰llk"獄朧等である,この場合伐期より｡年煎の獄
nIj－nl'

菰

I』

■
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100.0

100.0
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100.0

100.0

100.0
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68.3

59.6

52.8

度
一
種 1

力蝦に、'であっても二二丁＝は単にn年間だけの平均
成長澱であって、之を認9燗を通ずる平均收謹鼓と見倣す

ことはできない。

元來林分材溌の平均成長鐘は初めは微弱で徐島に大きく

なり、ある時黙で最高に達して叉徐燕に衰えるのであるが

爆林で18~80雫は材穣の平均成長量の最盛期である蓬(私

の調製した清澄地方繧休收謹表では最高の時鮎は大魁25年

前後であるo)

そこで對照鴎髄全林木がこの最藤期に富るのでこの期間

の成長戯の大きいのは當然であるが､30年で皆伐すると

〔14）－畦

％
､48．2

31．

“､4

147．2

操伐A腫

〃B腫

對照C随

〃D瞳

この比率の差は澤伐と皆侭を綴返してゆく毎に益を大き

くしてゆくことができると雑想し工いる。

織静也方では‘カシの強材単侭は他の樹種に比して著し

く樹く最近は多少雨者の開きが狹ぱまっているが、戦前

では2倍も3倍むしていた。從って成長量の熟で多少劣つ

一



薪 ： 薪炭林の澤伐作業と皆伐作業
－－

〆

の林分になると、zI昆均成長量の最大期前後のものだけを懇

んで伐為ことが出來るから､短伐期皆伐fi業に比してzF均
收溌量を著しく大きぐすることが可能となる。

（3）多数の樹種が混在する場合に、澤伐作業では揮伐

の操作で1(鮫的簡箪に｣1經菱少なく優良樹種を増すことが

できる。

（4）澤伐作業では生産材の形や質を均一にすることが

出来るので、製炭原木としても薪の材料としても好都合で

ある。 P．

〔”皆伐では炭や薪に利用できない小座木も伐られる

が、樺伐では之を残して次回の役にたてることができる。

（6）陰樹の健跳や小さい株の木は､幼時の成長が微
少であるので、皆伐では小径の中に伐られて利用の途がな

いのみでなく、伐採後の萠芽も勢いが悪いが‘揮伐である

と上木の庇陰下でも徐毒に大きくなって時を稼ぐ．ことがで

きるから、適當な大きさになって伐れば利用もでき叉切株

からの萠芽も勢のよいものを出すことができる。

（7）澤伐作業では伐採前後の環境の鍵化が少いから、

土壌の生産力の低下を來すことが少いが､皆伐作業殊に短

伐期の場合では土壌の悪鍵を來たし易L､。
~

（8）同様の理由で鐸伐作業では、土蕊の浸蝕や土砂の

流出を防止するに好都合である。

（9〕多妻地方では鐸伐作業は頽雪や積雪の移動を防止

できる。皆伐地の軋齢木は雪で墜せられ､叉その移動で鱗

てしまい著しく成長力證唖署される。

(I0)澤伐作業は風致景観の維持助長に好諦合である
●

が、皆伐跡地は當分の間は荒蓼たる殺風紫な山になる。

之に對して揮伐ｲｿi難の倣黙は次の如き鮎である。

（1）澤伐は耐陰性の弧い樹種でないと資施し難い｡弧

いて賞行しても効果が少いばかりでなく、逆に悪い結果ぞ

生ずることがある。 ‘
（2）萠芽性の張ﾙ､樹種天然下種更新の容易な樹種毛な

いと敷果が少い｡之に反する樹種では却って不成績を示す

（3）伐木集材の仇諜が困難で努力を多く要する。

(4>*"lの技術を要する。之はやってみれば左稽難し

し堵隣術でないが、皆伐作業より･は面倒である。

（5）皆伐に比して一回の收撰量が少い。 ．

（6〕賓材を排下げする場合の調査や跡地の監査が困難

であるo

皆伐作業は仕事がやり易く、一回の收穫鐙が多いので、

一般民間林業家が好んで採用するのであるが、成育に陽光

を多ぐ要求する陽鐡や切株に陽光が當らぬと萠芽の鴎や成

長の悪い樹種では皆伐でないと效果を牧め得ない場合も

少くない趣上に述べた皆伐作業z職黙も、集約な保育や間

伐を施行することに依って十分に補われる事項もある。

全期の平均は幼時の成長微弱期も入るから之より低くな遍

之に對し澤伐瞳では、鐸伐によって常時の林木の中から

成長力の旺盛な木〔而も上述の如く特に旺感な樹種を選ん

で）を過半数伐採したのであるが、残った半数以下の木が

總量に於て對照腫と左程劣らぬ成長量を示している。而し

て對照瞳でこの12年間に減少した本数は枯損と見るべき

であるが、鐸伐腫では減少本数の大部分は切株として残り

その萠芽は既に微弱乍ら成長をなしつ上ある。而も幼時の

微弱成長期を上木が旺盛な成長をなしつLある期間中に同

時にダプら港て經過し、上木が伐採されると直ちに旺盛な

成長に移ることができる。つまり主蕊木は常に旺盛な成長

力を保持し得ることが撰伐作業の長所で、これを巧象に利

用すれば澤伐作業の成長力の増進の途が開けるのである。

一之に對し謝戈作業はどうしても幼時の成長微弱期を漢ブ

らせる鐸にはゆかない。殊に短伐期の皆伐作業で朧、平均

成長量が大きくならない前に伐ることに燕り著しく不利と

なる。清澄の收穫表で15年と25年のzI甥成長量を比較す

ると次表の如く前者臓約半分である。

地位 ’
15年

25年

中
一
石
”
・
型１

４
５

下
石
生
＆

上
一
石
皿
嘩

、

’
。
■

從って短伐期の皆伐作業は年zF均收穫量が著しく低い

が,鐸伐作業では澤伐木の大部分を平均成長量最大の時黙

前後で伐り得る謙に蕊成すれば､成長量の黙でも非常に有

利になる筈である。

我為は一杯氷試験地に於て澤伐を躁返ｻｰ毎に漸次成長

量の熱でも墹加させ得ると信じているが｡一方皆伐仇檗で

も遁営な作業と伐期を採れば之亦成長量を嫡進し得る筈で

あるから、この比較は今後の經過を待って恨重に月公平に

到鐵しなければならなL1。

2．樫伐作業と皆伐作業の長短

以上の所説中にも鐵片的に雨作業の得失長短の問題に論

及したが、こ上に一般論として腰林鐸伐作業の長所を皆伐

作業の短所と對比して溌討してみることにしたい。皆伐作

業の長所織後で述べる。

（1）皆伐作業では收礎鵡長L,間とだえるが，澤伐作業

では比較的短期間に繰返し收穫を收過ることができる。之

は小面積の所有者にとっては澤伐が非鴬に好都合な理由で

ある。

（2）若し皆伐作業で短伐期を取ると z樹匂成長量の小

さい時期に伐ることになり收穫量が少いのみでなく地力

の消耗も著しい。之に對し鐸伐作業では理想的な年齢構成

《
』
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嶺：薪淡林の澤伐作業と皆伐作業

結局澤伐作業と皆伐竹業の何れが好成績を收めるかを決

める最も大きい條件は樹種の耐薩性の問題である9
從来爆林揮伐作業を蜜行して好成横を收めでいる地方

は、和歌山縣紀南地方､徳島縣海部郡、岐阜縣養老郡、鹿

兒島縣蒲生地方等の閻辮カシ類を主艘とする林地であり、

叉各地で資溌された成績も暖帯林の常綴樹地帯が慨して宜

しいことは、耐蔭性の弧い樹種が主濃をなしていることが

主因と思われる。

、之に對しクヌギの薪炭林は殆んど例外なく皆伐作業が探
旬

られて雁，、コナラ ミズナラ等の天然林も大臘皆伐作業

が探られ:ている。

斯る陽樹は幼時から陽光を要求する程度が狸く、庇陰下

では成長が悪いばかりでなく枯損することも多い而して

幼時から成長も旺盛で平均成長量の最大期も早いから比較

的短伐期で’ﾊ業しても材積收謹量は可成り多い。クヌギの

如きは薪炭林では最も材穣收謹の多い樹種の一つである。

斯る樹種に對して澤伐を奨勵することは賢明でない。

然しコナラ、ミズナラ、シデ等の落葉演葉樹に對して鐸
杢

伐作業を探っている地方もあ愚。例えば會津の「立テ立テ

伐り」岩手縣岩芋郡簗川村､山形螺西田川郡山戸村等が古
來より澤伐を潅行し、青森菅林局平内倭林試験地でも鐸伐

の試験を資施している。

私ばこれ等の中曾津の大戸村以外は未だ見ていないから

はっきりしたことは云えないが、コナラ、ミ･ズナラ、シデ

等でも南面や西面の日噛りの熱､所､地味の肥えている所

等では澤伐も可能であり魁迩営な方法を探れば成長量も墹
色

すことができるのであろうと考えている。殊に多雪地方で

頽雲や穣雲の移動を防止することによって、成長量の減退

を防ぐ敷果は大きいと思う。

然し陽樹を主繼とう-る落葉籏葉鋤*では、假に澤伐を資

施するとしても澤伐率を多くし、場合によっては小面積の

群状皆伐を加味し、叉下刈や萠芽の整理等も併行してゆく

等集約な御膳的考慮がないと失敗が多いと思う。その上成

長量の増加や腿良樹種の混交を増すことも、陰樹の場合程

容易ではない。

斯る林では寧ろ小面澱の唾訓皆伐を資行して、下刈や萠

芽整理、補値等の集約な保育を質施し、途中で間伐をして

枯損木や衰弱木、場合によっては僅勢木の･寺部を伐採利用

することによって早期の收謹をあげ、主伐はできるだけ平

均成長蛍最大の時期迄延ばす様な作業を考えることが鐸伐

よりも却って好成綴をあげる途ではないかと考える。

但し落葉臓葉樹でも、ブナは耐陰性が狸いから鐸伐fig%

に適する｡最近日本林學曾誌で樫村大助氏が岩木山識也方

のブナ林の鐸伐的露鯏蝶の報告をしている。
然しブナでも高齢に達した林分では、鐸伐は好成績を收あ

難いので、一産皆伐して次の代に澤伐を考うべきである。

このことはカシ類の林でも同様であって、一定年度を超し

た林を撰伐林に導くことは色為の困難があzから、一度皆

伐して次の萠謝淋に早期から手を入れて澤伐林へ導く方が

好成績を收めることができる。

3． 結 ぴ

未だ述べ足りない鮎もあるが､識mは逝諏シリーズの改

訂版に述べることムして、以上の所論を要約すれば

薪炭林の'1難渋を決定するには、樹種の耐蔭性､成長力，

萠鋼雌の弧弱、樹禰間の養材償値の差、立地條件（噸蔭、

方iｳ:､地位等〕氣鯛騰件（光線温度､降水量種雪量等〕所

有者の事情その仙色燕の條件を考慮しなけれぼならない。

成長蛍や收益性も簡蝿に何時でも如何なる場所でも撰伐一

作業が催るとか皆伐作業が劣るとか云ひ切ることは誤りで岸
ある。

極めて大ざっぱに常絲籏葉樹を主禮とずる暖帯林と落葉

慶薬樹を主魁とする温籍林に別けて考えると

常緑廣葉闘林

〔'〕耐蔭性の弧い樹種が多く而も賓秘槙値?大きいカ
ジ類が耐蔭性が眼いので、鐸伐力濱行し易くその熱果も大
きい。

〔2〕伐期を合理的に延長するにも鐸伐力都合がよい。

（3）從って撰伐作業は成長量の増進やj嶬力の増加の
必

卿iでも好成績を收め得るであろう。
′

（4）然し皆伐作業でも適當た伐期を探り集約な作業を

施せば、成長燭:や收益を増すこともできる。

結局この場合は揮伐を奨勵することは適當と思うが、成

長量や收続力の熱に開しては中村教授の云われる如く「集

約な揮伐作業の成長量や收盆力は、極端に短鈎切の粗放な／岸風
皆伐作業の夫れに比すれば非常に大きい｡｣と云うべきで、

集約な皆伐竹業との優劣は輕々に鐵定毛難い。

落葉慶紫樹林

（1）この地帯では陰樹であるブナ林を除いては、一般

的に澤伐作業は資行に困難が溌想される。

（2）クヌギ、コナラ等の陽樹は寧ろ集約な皆伐竹業を

採り、補植､下刈、萠芽整理、除伐、間伐等を勵行するこ

とが賢明であろう。皆伐作業の色盈な鉄黙は、小面積作業

や母樹の保残、間伐、適正な伐期への延長等集約な作業で

補うことができる面もある。
（3）然し多雪地方や陽光の鴬る南西斜面等では撰伐も

敷果的に蜜施でぎる見込もある。但し集約な技術が必要で

ある。

〔4〕短伐期の皆伐作業ほ何れにしても取りやめる努力

をしなければならない。

一<16）－
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1）經濟的輪伐期(EconomiCRptati品､.鼓にては､､zIg
均生長量の最大が得られる輪伐期即ち收穫最多の伐期齢が

港へられてゐる。之は普通柊、收謹表を基礎にして決定せ

られるのであるが、表の数字“大償を示す年戯）に、更

に償値生長を老へに入れて、相鴬灘を力蝉してゐる。

2〕自然的輪伐期(SUVicUltoraIRotation).之はド画ノ

キ・ジャック掻及バージニヤ松腱應用せられる。經濟的に

斑れる大きさに到達したならば、腐れが入らない前に伐採

せられる。

3）工藝的輪伐期(Te(J,nicalRO{ation)．國有林の經瞥

に於いては、多く此の輪伐期が用ひられでゐる。

其の他に財政的輪伐期(FinancialRotation)． と云ふ

のがあるが､之は從來國有林の經瞥には使用せられなかっ

た。

從来．認可せられた施業案に於いてば、大篭次の如きも

のが．輪伐期の標準になってゐる。

ド戸ノキ及ジャック松一パルプ肥材（時に製材，、

洲岸地方 50年

南部の松類一製材（時にバルブ用材〕、南部地方

． ’0～80年

ポンデローサ綴一一製材､西部地方120,300年

ロッジ讓一ル松一一製材、枕木及抗《ロッキー山

100～120年

萩クラス樅〔米”一製材，西部海岸地方10～120年

一製材SinsIMw『國有林60年 '

6． 回歸年(CuttingCyC1e)

回歸年と云ぷ言葉は、本来は異齢林の澤伐作業に對して

剛ひられるのであるが、一濟林の間伐の繰り返し期間に對

しても此の言葉力報ひられろ。
●

回蹄年は次ぎの諸黙を老へに入れて決定せられる。

1〕生長量の黙より見た虚の最適な残存材穣

2〕林木の遥林的特徴

3〕現在の林齢、林分職成及生育状態

4〕現在の木材迩搬組織及將来の計謹

、 5〕採算のとり得る箪位面磯常り最少材積

南方の國有林の如く、林道の發達せる事業瞳に於いては

現在10年力掴歸年として適用せられてゐる。生長率が高

〕－

〆

一

4．．旋業案の内容

施業案に如何なる内容が盛られるか？之についてば全

國有林を通ずる蛎錺Iの獄式は決められてゐない。今重要な

る項目として普邇記載せられるものを潟ぐれぱ次の如くで
ある。

A名認及認可證

B一頁大の事業唾地圖

c評蜜の總括

. I．經濟的林地の面積（表）

26 〃 に於ける全蓄積(製材及其の他材種別

材積の表）

3．伐採可能洞演及面識

4“徴訂の行はる可き年度

D施業案

1．前案に依る施業結果の概要

2．土地に關する調査の記蛾

3．森林に|淵する調査の記敬一所有關係に獄て

4．經管の主目的

5．他の土地利用との協同鮒係

6．伐採規整

7．木材阪壷の方針

8．計謎の資行(擬出設備の建設･植我・撫育･病虫

署對紫・火災の防止及土地の盤得）

9． 其の他國立並州立官臓及森林所有者との協力

E参考どなる可き賓料

1．森林の歴史 ，’

2．地形・土壌及氣候關係

3．經濟關係

4． 木材に關する詳細なる資料

5． 参考文献の表

6．地圏（森林瞳劃圖､､所有關係を示す圃､林相賦、

搬出設備を示すI罰、植栽友撫育を示す悶）

5． 輪伐期(R!jtation)

輪伐期としては次の4つが老へられてゐる6

一

一

b

で

《
」

－ ヱｰｰ ｰｰ 埋一庁寺 寺一句 一ゅ年缶一一句画竺一戸－ _L角 .

〔筆者〕静岡大學教授
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中山 ：米國舞有林に於ける施業案編成〆
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面横を基礎とする方法

材砿を基礎とする方法

面穣及材積を基礎とする方法

1）

2〕

3〕

く、小材の市場が開けてゐあ虚では、 5年迄下げ得ると老

へられてゐる，西部地方で、開發が遅れ、粗放林業の行は
れてゐる所では､30年叉は夫以上が適用されてゐる｡併し
之はもつと下げる必要を認められてゐる。

集約なる經営の行はれてゐるCrosSett漣験林に於ける施
業につき、R,B.Reynold氏は次の如く述べ､亡ゐる。

1〕面穰による收穣調整法

本法職、一齊林型を呈し、而も、齢級蝿係､地位及林分

幟成が略許均一である場合に鵬用を見る。叉立木の販斑關

係が良好で.特に地位､林木欣態並に生長及材職に關する

蓑料が不充分な場合に最も良い方法とせられる。

異齢林であっても、特に回蹄年が短い場合は、本法の應

用が望ましいとせられる。

謝璽知られてゐる穰に、本怯に依る時は年急の收穫材機

が均－3となら齢､。此の峡卿iを取り除くため.に、年だの伐

採面談の大きさを鍵へて材雛收溌鐙の均一を期してゐる。へ
－

此の面韻法の實例として、ROss氏は、1946年9月11日、

米國林野慮に於いて許可になったアーカンソー州Ou"hita

國有林、Eagleton事業腫の施業案をあげてゐる。此の施

莱案は‘たまた童1949年日本に來朝せる總司令部、天然

資源局林業部、森林資源課長HflroldF.Wise氏の作った

ものである。以下、此の施業案の骨子をRo鴎氏の細放に

より記述すれば次の如くである。
＆

1． 生毒赫地面積 141,838ZW
2． シヨウトリーフ松蓄秋 152,824MBF1)
3．林班數 33個

汗

4．林班の面積の瀧悶 714～13,881英町

5．平均林珈訂積 4,300 "
6． 回歸年（主伐） 10年

7．間伐錬り返し年数 5年

8． －年間に主伐せられる制班数 3～S個

9． 一年間に主伐せられる面積 -
12,000～ﾕ8,000英町

10年伐平均材積 3,100MBIF

間伐せられる小丸太木(Post)の年伐量は本数で示され

その收礎の調整は行織れない。全事業匿は林班単位により

5つに厘分ぜられ動毎年1腫分づL間伐せられるのである。

庇紫樹に就いても心其の收謹の調整は行はれない。市場

の要求がある時に伐採せられる。

次に此の施業案の要黙をあげれば．

菫伐澤伐陣依る。同時に撫育的間伐を行ふ･残さる

可き林木については、其の胸高断面積合計が1英町営

り80平方児になる事琵標準とする。

製材用木の最小の大きさば、胸高直座9吋

英町懲り伐採量の最低限界500BF.

箸

回歸年を短くする程生長鐘が大となる。一度に伐採する
澱が少､程、夫は集約な施業を意味する。乍然､經濟林で
ある以上、販寶慣絡は搬出蜜を補償しなければならぬ。此

の鮎より.見る時に、本渡験林に於ける最小の伐採盤はヱー
ヵー懲り1,000ボード・フィートである。之に依り計算す
ると回櫛年侭8．年となる。今後､施業良しきを得て‘,蓄績
が増加すれば、5年叉は夫以下の回歸年を用ゆろ聯にたる
であらう。今若し議資が増加して、ヱーカー営り10,000．
ボード。ブイ一kになるとすれば職 3年の回鮮Fが用ひら

ｵ1得るに至るのである。

7． 林木蓄積(GrowingStoCk)

之は保績作業の對象となる全林木材猿である。現在規整
せられない林分の材稜は含まれない。林木蓄毅は製材･用原

木のボード・フィートにて表はされる。此の大きさ以下の
小挫木に就いては、本数にて示す事がある。

收磁表を基礎にして、計算せられた法正蓄俄は理論的の
ものであって、國有林に於いて、適用出来る事業風は稀で

ある，疫際には、此の法正蓄積より低目の希望蓄職(Dﾋｰ・

giredGroWingStOck)を想定ｰる。そして、編成者は、

現f藍蓄積(ActualGroWingStoCk)と此の希望蓄俄とを比

較して、目標を樹立する。併し、此の目標の憧現は決して

急ぐ・事なく、賞状に應じて進められる。

第1櫻林局管内の或患事業唾の施業案の例を示さう℃此

の事業随は、成る可く早く伐採利用を必要とする過熱林分

と未だ利用の出来ない小硬木の林分との2つより成る｡而

して、總林木蓄積は、法正蓄積の3分の1しかないのであ

る。此の森林に對する施業計謹を見るに箇先づ整理期60年

を設けてゐる。而して、此の60年間に全蓄職の82％力戦

探せられる計謹である参然るに､幼齢林分の生長により、
ゆ

60年後に於いては、現渡蓄穣の115％に鴬る新欝穣が出現

する計算である。即ち、現在の過熱林分は地元の需要を充

すために伐採せられ、之挺對し、他方、全溌として蓄溌内

容の改善せられた新蓄蔵が職現し、而も、其の大きさは徐

徐ではあるが、増大してゐるのである。

8．收穫調整法(MethodsofRegulation)

收護識農法としては、次の3つの方法がある。 1〕 1,000ボード・フィート

一〔18）一
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中山 ：米國ﾉ寺有林に於ける施業案鵠成

間伐之は8．9吋以下の小丸太(PoFt)の間伐を意味

する。撫育により林木状態を改良、生長の促進を主眼

とする。1英町常り最小“采本数250本。残存せしむ

べき本数の決定は、主伐の場合と同嫌、英町営り胸高

獣面談合計80平方洞を標準とする。

施業案編成に於弛,て‘両獄による方法”と云へぼ､我舞

は直に、輪伐期に依り總面積を除する皆伐の方法を恩ひ浮

ぺるのであるが、回歸年による總面職を除する此の鐸伐の

計算例が､瓦｡鯛氏により示される事は､米國式經理方法
の我々の術識と異る－班を示すものでは無からう乎・

成熟林分の材積

輪伐期

回蹄年

成熟林急の英町鴬り年生長澱
過熱林分の伐採百分率

成熟〃 〃

以上の数字を公式に挿入すれば

373,浬63

160

40

50

70

50

ＦＢＭ
年
〃
顕
％
％

147,474(0.7の+(373､弩哩)"]
C＝ －

40

＝8,380. 1000ポードフイー1、

施鵜蕊に於いては、需蝉の鯉字より10％へらして7,500

千ボード・フィートを年可伐趾としてある。此の一割減は

森林火炎に依る消失及臨時の鑛木要謝鐸を見種ってあるの

である。

2〕材積に依る收穫調整法

此の問題に就いては、教科書及他の林業の文献に多く諭

一ぜられ､種盈なる公式ガ堵へ出されて居る。多く{訟非轍
一 に理論的である。而も、誌級關係、材秋及生長量等につい

ての蝋富な費料を必要とする。或る公式については、既に

從來、國有林に於いて、施業案に鵬附せられた・以下、3

管林局に於いて用ひられた3つの例について述べる。

(2)Kり0"""の公式

之はモンタツー州、KOotenai國有林の施業案に用ひられ

たものである。 ．

C=÷(Vm-Vr)(1-S)
C.･.…年伐採可能量

A･･.…整理期間中に輪伐期に達し、或ひは鐙f成熟林

分の面積

Y.;.…整理期の年数

Vm.･･EAに含霞れる林分の英町営り材積

Vr..,,.蝉伐後の英町懲り常鴎擬存制積

S..…･安全率、10分率で表はす。

次ぎにかかく傘るは、モンタナ州、Kootenai國有林、

KootenRi事業虚の施業案（19打年3月19日認可〕の要

約である。

、此の國有林丙經濟林總面積 1,211,000英町

製材用林木蓄積 ' 4,120,000MBF
林型別輪伐期

西部白松，エンケルマン唐櫓

西部レツドシーダー、西部栂、グランド樅

120年

ポソデローサ祇 150〃

西部騨扱、〆グラス・フアー 180〃

整理91 ･ ､ 60 "

林型別回歸竿

ポンデローサ松 、 、30年

西部唐松、ダグラス・フアー 60〃

他の林型､一齊林型式施業 ，

主要施業目標

(1)BI"た郡雁の公式

之は第2管林局BlaCkHilIs國有林の加賞琴に用ひら
矛

れた方法であって．此の國有林はPonderOSa松の經濟称
である。之は次ぎの2つに腫別せられる｡A)過熱林分、

尋 生長澱と立枯れの量と力湘等しい、從って、蓄積が常に一
． 定。B)成熟林分、プラスの生長獄をもつ林分、即ち伐採

しなければ、材積力蝿加して行く林鉦

此の國有林に對し、年伐j采量を計郷するために、次式が

用ひられた。

vm-(vt+-f-)cヒヘ

C＝
Y

C .･…･年伐採可能量

Vm"…･過熱林分の材績

Vt…．.､成熟林分の材積

1t .･…成熟林分に於ける回締年間に於ける生長量

. Cm……過熱林分に於ける伐採趣百分率

Ct_ . . ,…成熟称分に於ける伐採錨百分率

y ,,･…回歸年の年数

南タゴタ州､B1aCkHillS國有林、 SpearfiSh等喋逼の

施業案（19必年1月10日認可）に依り、之が計算例を示

せば次の如くである。

生産的國有林總面積 238,459英町
〃 伊

成潔淋分繭職． 90,517〃

製材用林木(大部分ポンデロサ松)520,942MBF

過熱林分の材積 147,4"理〃

一<19）－



中山 ：米國埼有林に於ける施業案編成
一一一一 一 －

(3)"t7"庭〃ん法

此の方法は、過熱老鯛1鋤が大部分を占むる謝氷の經理

のために工夫せられたものである。此の方法に依れば、毎

年の伐採麓は略相等しく、而も、第2次林（幼壯齢林）が

充分伐採利用せられる時期に到達する時に､老齢林を全部

伐り維る様に計算せられる。此の經理法は､第6劉*局に
於いては、ドグラス・フアーの一濟林型的加熱*に臘用せ

られる．

蕊朧 ｡=苓十エ
C ･･･…年伐採量

Vm..…･利用可能の蓄秋

I……･未熟林分の生長澱

R．．…･･輪伐期 一

ワシントン州、オリンピック國有林、Shelton協同保綾一

la(C｡｡PerativeSustainedYieldUnit)の施業案(1948年

1月8日認可)に於ける､此の公式に依る計算例を示せば
次の如くである，

經濟林の総緬債 270,226ヱーカー

細蓄積 5,329,892.MBF
輪伐期 100年

計算第1段階

協同地に於ける利用可能関聯林木材積α946年1月1日
現在）

國有林 4,356,548MBF

BimPSon材木會賦 973,344 " -
5,329,892 〃

未熟林分に於ける總平均年生長量、28,748,672BF此の

生長鐙の計算は第1表の如くにして得られる。

ポンデ．ローサ松醐の林分に就ては、2回の“熊の後、

、 英町営り3,500ボード・フィートの蓄穣を有する様に

施業をする。次ぎに西部唐松及び渓グラス樅型の林分

に就いては、’回の伐採に依り,英町鋤、3,000ボ
ード・ブイ－1，の蓄穣を目標とする。西部白松に就い

ては、主伐よりも間伐を計讃し、蓄積の50％の伐採

をもくろむ。

此の施業案に於いて、上述の公式による計騨例を、ポン

デローサ祇型について示せば、次の如くである。

前記整理期60年の半分30年間に伐採せらるべき、此の

林型の面積57,000英町現在英町営り材積10MBF，

伐採後英町残存せしむくき計謡材積5MBF,安全10分率

0．1°

C=亙言:1q-(10-5)(1-'')-8,550MIw
此の林型中、ボン今ローサ筏の占むる率は0.64､而し

て他の林型中にあって、伐採巷らる可き年額130MB刃、

がある。夫故に全事業瞳を通じてのポンデロー･サ松の年伐

採可能量は、 ・

8，550×0．64＋130-5,600MBF

Kootenai公式によれば､整理期の間に輪伐期に到達し

ない林分の此の間の生長避は、伐採せられないで、將來の

伐採に備へられる。副ち此の整理期間健は、老齢林分が伐

採〔但し澤伐)せられる。此の際、整理期の年数の決定に

蟻りては、幼齢林が充分生長して､､利用“采をなしうるに

到る年数を考へて､盤理期を此の轍に一致せしめる俵に
する。Ro"氏は、此の方法は面積法の鈎診と考へ得ると

云ってゐる。 ．

笠

丘

第 3 表 《
一

|燕~燕
|鯛識
|番號

ｰ一一
ー一一■丙■

均

在全面積

齢

乎
現

〕
０
－

職
一 ’

差し引かるぺき

英町懲り生長没

蕊溌計忍菫
もの25％ 5％

輪伐期

ｦ．半分
ニセノレ

年数Z

臓伐期の
半ばに於
ける英町
営純平均
生長量

面
一
諦

一
國

綱平均

生長没
｜

’ 曾献林|年
-9と

１
１
９
、
、 瀧~'…癖-藤鰄経『.，ｲｰ､鱸~駐"-ト ＊~"‘~‘590 221〉 421 1,2“585

625 156 23 ．“6 1,650,646
630 157 24 449 611,089

626 156 23 447 2,345,856

609 152 23 434 2,146,564
571 143 21 407 4,145,702‐

506 126 19 361 10,373,696
396 99 15 232 5,743,494,

322 :0 1 12 . 23q.511;040

エーカー 年

100

70

60

－
５

刀
配

套
ａ

二一刀一

2，885

3，701

1，361

5．248

ａ

竿

150

120

110

100

’８
８
９
９
５
９
９
０
０
０

１
１
１
１

3,701

1,361

3,813
１
１

夕

９

５
４

１
〈
川
畑
加
砂
川
Ⅲ
ｗ
Ｉ
ｌ
‐
’
‐
‐

０
０
０

５
５
４ 4

,

760

675

６
６
６
７
８

鯉
鵡
ね
逓
塑

，
Ｊ
〃
り
り

４
０
８
８
２

１
２
１

946

10,186

28,736

20,367

2，248

０
０
０
０
５

９
８
７
６
５

０
０
０
５

３
２
１

’

2,200

司?ﾑﾆｰｰｰヱｰL一一、ﾆｰご一言_－－－－号箔マー.宮一一 可一一 一口 DP一再一一一一一一

1）此の数字は、輪伐期の半ばに於ける英町常り法正ﾕI銅生長鐙、590ポードフイートから不適當なる識資に蕊くもの
25％なる147ボード・フイー1､を差し引いた“3證一ドフイートの5％を示す。

－〔20）－



⑱

中山 ：米國持有林に於ける施業案細成

胃i騨驍2段階 見るに、

成熟林分蝿璽－－星塑型2匙＝65年上述の数字を公式に挿入すれば
年伐採量 - 82,030

C=5｡3::;892÷28,749=82,048MBF 此の65年を用ひて計謀した場合に、各未熟林分が夫堂

計算第3段階 、そのzI銅生長麓をmaximumならしむる年齢に於いて伐

以上計算の結果を用ひて、成熟林分を伐採し終る年数を 探せられるや否やを見るに、第4表の如くである。

第 4 表

ヱーカー差し引から可き材秋‘ヱーカー 伐採に脇する年数

瀞|墓繋I灘綱輕蝿凱累”
鴬り法正

收謹

|擬定
|伐採齢爾績|鰯林齢

~ド･プイート

23，670

21，012

20，000

19,000

18，050，
17,490:;

17,770'’
18,610
18，875

ボード･ブイートボード･フィート

2）

3，550 67，460

3，152 59，886

3，0” 57,000
2，850 54，150

2，707 51，443

2，623 49,847
2665 50,645
2，791 53，039‘

2,831 53,7941

IdOUUボード・
フィート

5,329,892
〃194,622

221,638
77b577

28J9179
254,617
507,741

1,455,335
1,080,245

120,929

|瀧 イート{ボ

】〕

680

050

000

000

206
960

08ぴ

440

506

年

老齢林分

100

70

60e
50

40

30

:! ’

年 年 叩

65曇0

2．4

2．7

．9

3．5

3．1

6.2

17.8

13.2

1．5

年

65．0

67．4

70．1

71．0

74．5

77．6

83.8

101.6

114.7

116.2

エーメ'-

106,715
2，885

3，701

1，361

5，248

4，946

103186
28,736
20,.367
2，248

－ド･フ

７
０
１
３
７
４
３
５
２

６
４
３
２
１
１
２
２
２

割
割
割
劃
剖
割
包
辺
割

５
７
０
１
４
８
４
２
０

６
３
３
２
１
０
０
１
２

１
１
１
１
１
１
１
１
１

６
９
０
２
５
１
３
９
１

６
３
３
２
１
１
１
１
２

１
１
１
１
１
１
１
１
１

“
“
皿
祇
魁
鰹
泓
跳
温

毎コ

１
１
１
１

・1〕此の難字は米國錘省發行、技術“201錐、ﾉ'太zI菖洋岸西北部地方に於ける域グラス・フアーの收穫j'p.27に
よる。

2）第1表の説明参照。

、計算第4段階 今、年伐域を修正増加して、9P000蔑ボード・ブイ－1、

第4表を見れば､計算せられた雫伐堂は少なすぎる蕊が とすれば、第3表の示す如く、成熟林分は59年間に伐採

分る°即ち、此の数字を用ゆれば、幼齢林の伐採が遅れて し絡り、未熟林分の伐期な夫を適當とされる。

その伐採が10年以上經過する事が明らかである。

第 5 表

■

で
一

概定’ヱーカー
｡ . l當り法

伐採齢｜正收礎
|赫．

’

がる可き材識ヱーカー

ヨ嫌:詮“
－卜除一ド･ﾌｲｰﾄポｰド･ﾌ,『－卜｜

鯉〕

00 3，465 65,835
25 3,034 57，641

50 2，887 54，863

50 2，707 51,“3，
85 2，577 48，977 1
95 2，429 46，156

、

30 2，404 45，686

25 2，479 47,096
190 2，503 47，567

差し引

不適當
材瀕
25％

頒一ド.ブイ

伐採に開する年数

蔵“|麓：《
。 |綴、

總收穫通
伐採せら
れる期間

1.SWW一京三~F了．
ツイート

5,329,892
189,934
213,329
74.,669

269,973
242,240
470,145

1,312,832
959,204
106,931

‘震 ｜
老齢林分’

100

70

60

50

40

30

・20

10

5

’ 59．2
年

2．1

2．4

．8

3．0

2．7

5．2

14口6

10．7

1．2

一ド･フィート

1〕

2,400
0,900
7,000

2,200

8,740
4,780
4,120
6,100
6,760

~

－
５
５
１
１
８
６
６
６
７
８

カ
ー
８
０
６
４
４
８
３
６
４

年 躯 ボ 年

59．2

61．3

63．7

64．5

67．5

70．2

75．4

90.0

100.7

101.9

－
７
８
７
３
２
９
１
７
３
２

ェ
ａ
ｚ
ａ
Ｌ
風
も
ｑ
ａ
４
３

０
１
２
２

１
'！

159～161

131～133

124～125

114～117

10Z～110

100～105

95～110

100～111

105～107

９
８
７
７
６
６
６
６
６

160

132

124

115

109

103

102

105

106

１
２
２
０
１
１
０
５
６

ａ
４
ａ
８
ｚ
ａ
ａ
ｑ
ａ

２
２
１
．
１
１
１
１
１
１

ノ

’
1〕第2表の説明参照

2）第1表 〃

以上の如くして、、此の爵喋腫に於ける年伐競は9,000 MBFが適噛とされる。

一（21）－

二
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如何なる程度に目標蓄積を残存せしむべきかを考へて､伐
3》面積及材稜による收獲霊整法．

此の方法についてはRpss氏は繰り返し蓄穫調査に依る 採量を決める。目標蓄積を速に蜜現せんとし、多く残存せ
しめる時は、伐採量は少<なるし、逆に伐採逓を多くすれ

收穫調整法(Regu]ationbyconfinuOuSinventory)とし
ば、目標蓄積に達す:ろ事力錘くなる。かくて、事業瞳に目

て、述べてゐる。此の方法ぱ､非常に集約に施業せられる
標蓄蔵として残存ぜしむべき材穣を調節する事に依って、

銅ﾎに對し懸用可能であって､現在､國宥林にあり･亡は、
毎年叉は定期に略舞同量の收灘をあげる様計鐙せられる。

少数の事業随に髄行せられるに過ぎない。
以上述べた方法により伐採量及蓄瀕を澗嬢し"ご行く方法

本法の臘用せられる場合は、回歸年は短く10年又は5
は､非常に融通性のある方法で､多分､交通が便利で､生

年である。而Lざて、先づ年伐採面積の概略の決定が、此の

回歸年によってなされる。年伐量の決定については其の森 育の磯な、而も林産物に對する有利な市場を控えてゐる森
林の生長率を知る事が必要である。（生長は伐採に依り鍵 林にその應用力蟻も希望せられる。

以上、收獲調整法について、種辻なる方法について述べ
ｲ園-るを以fて、一般的の生長率は使用出來ないo)次ぎに、

たが、最後にH･串氏は、此を要約して、次の如く述べて
正確な地圖、正確な蓄積調査賛料及正確な伐採の記録等が

ゐる。
必要である。

收穫調整法として、色々の公式叉その簡略法が老へられ
へ

例へば10年の回師年のもとに、伐採利用可能の林木を てゐるが、その何れにも増して、重要なものは、之を應用

有する森林を､毎年同じ位の面積だけ伐採3-る様に調墜す する人の健全なる常識と分析的推理である｡國舗事業唾
る事はむづかしし“ではない｡併し､毎年同じ材穣を伐採 に於ける伐採及蓄境の調整､之が國有林經誉の中心問題で
することは、面穣程簡単では無いb夫為林分の現有材穣及‘ ある。施業案編成者は、入手し得る悉くの手段､査料､例
薬の櫛成状態が異なるたあ、各林班よりの賓際の伐採鐙に へぱ､淋木蓄積､生長率、濁氷法、地形、經濟、市場、收

ついては、伐採しな瀧ら、授状に應じて決定して行く。此 、礎調盤方法及彼自身の知識等を用ひで、彼勘錆し得る最上・

の際、過去10個年間に生長した度合に鵬じて、各林分に の努力をなさなければならない。 〔つ噂く）
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者に依って技砺の改善に幾多の研究がなされ､其等の成果が多くの學會誌､或は夫礎の機關誌に毎読多數發 I [i

表されていることは､吾國林業發展の爲御同慶に堪え厳い、ところがこれら研究成果が除りにも多種類の曾 I
誌に分散掲戦されるので､戒跨を洩れなく購溌することは時間的にも亦經濟的にも出來にくいところ毛ある ｛

が･今回率権して林業試騒鰻編集の育制抄録が刊行されたことは誠に鑛宣壷得たもので､是非座右に鮒えら 1
％

l
れることをお勧めする。 l

ト 殊にこの抄録は國際十進法に依って整理掲賊されているので、文献整理に極めて便かと思う。 M
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稼業解説シリーズ

殿‘綱島撚.燕羅r30圓亭,凰｜
これからの民有林

懸案の改正森林裟腫愈曇今鬮曹を邇過した｡圃柵業I
の進み方を根本的に鍵､るこの新しい法律に就ての行｛
届いた解読、林業人必譲の鶴

露"耀青塵職日本の森林帯“,馳倒〒‘職｜
_初版發行と共に忽ち寅切れたま上久しく熱望されてい

’た本謹の再版が漸く出來上った。両容は盆為充資し、
著者の洗練された行文と美しい挿澗は磯者を興味の淵
へ引込んで了うだろう。
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山岳林多く林産物の過半を多雪地方に仰ぐ害國林業に

是非共必要な菰雲と謀林艇開する濁書低鮭り見受けな

，い｡著者等は各盈その貴重な賓験結果を經とし鯉往の
諸研麹\項を締として林業技術者向に駁纏めたのが本？
書であ愚。

No.25 日高鏡臓まつけむし 60圓子6画
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別に測定しブこ．

こな_ら｣の胸高直径迫

根元直樫遁の關係

方位

「
田隆雄芝

IXEWの方向と胸高直座のⅣSの方向きが偶然一致して
いることも注目される。

2．今綱田氏の伐採根株から胸高直煙を算出する方法に從

えば係数Kの値はEW=0.836NS=0.868となり、平

均では徳K=0.85であることが判る。即ち胸高直哩Dと

樮元直径(D)との關係はD==0.85(D)となる。

3．胸高、根元の直狸の相關,2r係についてみあと10Wの方

向では第2表(1)の相關表の通りである。此表から各階

層侭おける平均直躍を圖示すれ(職'圖の通りになる。
此等の關係から相臘係数を算出すると

γ＝0.831士0.016

となって高い相關を係があること力認められる。

次に第2表(2)からNSの方向について調べて誤ると第

2圖幅も示された通りで
、

．γ＝0.808土0．019 〆

／ となり矢張り高い相開き係が認められる。

以上の黙からEWの方向がⅣsの方向よりもやL商い相・

關々係があることが認められる。

4．各測定した直浬の差について調べてみると第3表の通

りで根元直浬と胸高直硬との差挺ついては季均値をみる

と9.670m(EW)5.F8cm(NS)であり、標準偏差は何

れも大差なく1cm内外であるが.蘂異係数ぽ15.71cm
(EW)16.59cm(NS)でⅣSの方向が偏差が犬である

ことが認められる。次舞EWとNSとの方位差から平

均値をみると5.42cm(根元〕､3.09cm(胸高）となり、

、揮直座においては直哩差がやや大である､随って根元
．直煙の標準偏差は1.41cmを示し、胸高直經の0.790m
に對して約2倍となっている。此等の關係から鍵異係数

は根元直径が胸高直座よりもやL大となっている。

あとがき ・

樹木の偏僑生長につい･仁は今後､地方毎糎樹種毎に調査
を綴けて推計學的にある結論を求めたいと考えている。
樹木偏椅の原因は常風の影響だけではなく立地､溌閉度

病害等諸種の原因が錯綜してくると思われるの毛此等の熱
も考慮しなければならないのである｡從ってこの謂浩の不
備不充分であることは否めないので，識者諸氏の御激示を
切望する次第であるo (1949. 12. 30)

． まえがき
●

樹木の胸高直挫と根元直径とは順相關凌係があることは

周知の勤噸であって河田蒸氏によれば伐採された根株直僅
に地方毎に樹種毎に算出されたある特鑑の係激を乘ずるこ
とによってその胸高直經が推定されるといわれている。然

、

るに樹木の生長は法正のものは妙<特に旗葉樹寧は各穂の

因子によって偏椅生長をしているの力譜通である｡随って

各直狸を或る二坊面から測定して統計的に観察してみるこ

とは興味あることと思い表題について一部を取謹めてみた

資料及調査方法

青森縣上北郡三本木町縣立三本木農業高等學校門前にあ

る「こなら」の防風林､樹齢92年、本数160本について
直径は挑幣用輪尺を用い､東西、南北の二方面から測定を
した。この樹木は三本木開發の恩人新渡戸傳翁の植栽に係
り、防風林と風致秣を兼ね､最近まで長く放牧地としても
利用されてい涯筒この地方の常風の方向は西或いは西北
風である。

調査の結果

1．根元直煙と胸高直裡とを方位別に観察したものは第1

表の通りで何れもzIs均値はEWの方向がNSの方向より
O

も犬であった。即ち根元直径46.6Cm(NS)､51.9c皿〔n
W)であり、胸高直径は40.5Cm(NS)､43.4qm(EW)で

あった。此等の数値から迄の林は一般に偏椅生長をして

いることが明瞭であり、概して幹の｡roS9sectionは楕

圖形であって長軸の方向は鴬地方の粥風の方向と略一致
しているとと力認められる。これは淵楓の影櫻について

Iljoumey氏が樹幹の溌鐵面は風の篤に主風方向の直径が

大きくなっていると説明されているのに一致する｡

次に標準偏差は根元直座は1.7~1.9cmであり胸高直煙
では1.5cm以内であった。此等の闘係から愛異係数を

求めてみると、3.5cm内外であり、EWの方向は､NSの

方向より鍵異係数が一般に小であり、中でも胸高直座の
EWの方向が最も小であることが認められるd即ち鍵異

係数は根元直挫が胸高直麗より大であり、叉NSの方向

一

巧

a

~

一

(錐者）蒜森縣三木木農業高等學校

一〔23）－



芝田 ： 「こなら」の胸高直狸と根元直径との關係 〆
ｰ

第1表方位別に測定した根元及胸高直径統計數値表
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q

森林法改正案のあら全し（1）

、

横瀬 政之
〆

この基本的理念に即して立案された改正案は順を遡って

列記されているが、何といっても最も霞要な問題黙は調氷

計識の内容とその貨施を定めた第二章醤林の助長および監

督の條項である。

改正案の大要

現行森林法が七章一○四條から成っているのに對して、

改正案は現行法では保安林の章で定めている地方森林衝に

相當する森林審議會について一章を設け、八章から成って

いる。

1．第一章總則

本章は法律の目的を明かにすると共に｢森林｣および隣

林所有者Jの定義を定めて、森林法の適用その他法律上の

取扱いを明かにしている。

森林嬢の目的は關糖鴎､保安林その他森林に關する

基本的事項およひ銅汰所有者の協同組織の制度を定めて、

森林の保織培塞と調氷生産力の墹進とを岡り、もって國土
の保全と國民經濟の發展とに蓑することjとさｵ1鞠*組合

の韮本的性格もあわせて規定されている。

『森林」の定義は現行法では明確でなく、學説としても林
叢説、地目説および目的説の三者があるが必ずしも明確な

通念はないようである。

、改正案では｢爵勧*」とは

イ、木竹力喋風して生育している土地およびその土地の

上にある立木竹

ロ、前號の外、木竹の集幽的な生育,に供される土地

の2種類とし、森林の生育す為土地と立木竹のほか目的説

を加味していあ。ただし場内に樹木が生育している競馬場

や献寺の境内や主として盤地ま･たは住宅地とし､亡使用され

る土地およびそこにある立木竹は除外され､亡いる。

「森林所有者」は

イ、所有縦に華き謝氷の土地を使用して木竹を所有し生

育させる者、
■

ロ､木竹を所有し生育させるための地上雛、賃借樅その

他所有灘以外の雛原に基き森林の土地を使用ずる者

の二者とされ、林木を伐採利用する目的で立木を買取っ

た者は詞ﾎ所有者でないとされている。な誌右のほか國有

5）一一

－－一一訂

ｲー

一年有餘にわたって準備された森林法改正の最維案がほ

ぼ成案をえて愈舜今次國會を通過するに到ったので、その

要旨と、植伐關係にあたえる影響とにつき解読を試み、關

係各位の参考に供す．る次第である。

改正の要旨

一周知のごとく今次の森林法改正は､戦後の森林組合改組

問題に對する昨年2月の画.B､S麗明によって具禮的にと

りあげらかただけに‘決定された最絡案もおkむね騨明に
示された勧告に立脚している，

この瑳明は現行森林法の第二章螢林の監督と第五章森
林組合及森林組合連合會の諸條項の根本的改正を要求した

．もので、その要黙は次の三黙であった。’
1．森林計聟を編成し、これにしたがって森林經瞥を行

わぜるのは政府の責朧である。

2．森林法に基いて設立した護湖組合は經濟行爲を誉み

えない。

3．經濟行爲（之は苗畑の經誉も含む）は、協同組合の

原則にした渉って設立される林業協同組合が行うべき

である。

ただし第二に示された強制加入制度を備えた護湖組合
子

は､政府とその組合員との蓮緒磯淵にすぎず、しかもその

－所要經費の全額が組合員の負握になるため．とうてい設立
L される見透しがえられないとする政府の見解力認められて

改正法案から除かれることになった。

これらの詳細については省略するが、その趣旨は次のよ

うな基本的理念に立脚したものと理解される。すなわち森

林のもつ國土保全ないし公共の禧祗にたいする公益性を最

高度に活用するためには、政府がその責任において森林計

塞を決定し、かつその嚴格な蜜施を監覗し、助長しなけれ

・ぱならないこと、ならびに施業調整といういはぱ統制的磯

能を森林所有者の團禮が誉むことおよび弧制加入制度をも

った團鐙力經濟行爲を誉むことの二黙において、箸るしい

特質をもつ森林組合は、統制團艘除去政策､私的猫占の禁

止の思想等戦後に湾ける画澄のありかたの根ｵ輕念に背馳

・ し､この紅職と機能は再鱗討の必要があるとのこ黙である。

ごー

才

、

〔筆者）農林技官・林野應計譜課
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林と民有林の定義も規定され、國有林は宮地民木林や植樹

のための貸付地等省令で決定する種類の鎖淋を除いた現在

の國有林に官行造燃地を加えている。これは従来の概念と

異っているが、官行叢林地の監理力詮1面i的に國有林經瞥事

業の一部として行われている現疫を認めたためである。

また保安林および保安施設地厘の指定藻定についても具

艘的に計謹されることになっている。

森林哩施業計謹は知事が、詞*歴（基本計壹を農林大臣

の指示に從って知事が細分し彪逼域〕の民有林について、

森林基本計鐙の指示にしたがい造林、伐採､織出施設、保

護等の頚項について具艘的に遵守されねば癒らぬ事項と指、

蝉的事項とを決定する五年を一期とした期間計謹とされて

いるb

その具臘的内容は

遥林については人工植栽を行わねばならぬ最小限面積の

ほか植栽本数や植栽樹種の選定上の基準が示される。

偲采については制限林（保安林、保安施設地腫の森林、

國立公園の特別地厘の如き法令に基いて立木竹の伐採力荊

限されている民有林）と普通林（ただし農林大臣が決定す一

る年齢以上の老齢林木を除く）について､制限林では制限事

項に從い、普通林でほその年間成長量と同量の用材薪炭材

別､針葉樹籏葉織り.主伐間伐別の伐採許容限度が定めら
れるほか、皆伐を禁止する森林、自由に伐採できる老齢林

および主伐することができる森林力嗅§鋤に決定される。 ‐

なお之等の森林以外に特用林と自家用林力捌途知事によ弓

って指定されるが、それらの伐採は自由であるから、伐採
P，

許容限度の計蝉から除外されることになっている。

特用林とは、はぜ林や栗林のような主に果實や樹液等の

特殊林産物の採取を目的として仕立てられる森林であって
5

省令に雛いて知事がその銅氷を決定するものrある。
自家用林は､農山村に住む森林所有者が日常自分で消費 ・

す燭薪炭材や醤農資材を自由に採取出來るようにする，目的

で設けられた制度であって､森林所演者ごとに五反歩を限
度として本人の申請に鍵いてその者の所有する森林の中で

知事が決定するもので、全國で約200蕊町歩前後になるとへ

激想されている。

なお自由に伐採できる老齢の普通林を決定する年齢ぱ、

農林大臣が地方毎に主要樹種について決鐙;-ることになっ

ているが、その決定基準は伐期\均成長量の最大になる年

齢､例えばマツは50～60年、スギ55～65年、エゾマツ

トドマツ80～100年を採用することに豫走されている。

此の年齢の決定は、憲法に定められている所有潅の立諭

を揃認した擶置であって､現在の識裟に聖る限り當然の措

置であるが、直ちに森林計謹に基く伐鋳許可を受けないで

勝手に伐採することが許されることになるの造あるから、

各誠所有者にとっては切蜜な問瞳であり、寅行にあたっ
て多くのトラブルが起ることが識患さ計,褒るの拳ならず、こ
の措置によって、老潤琳はお上むねﾌ噸飛所有者力斬有し

ているので、これらﾒ調籾f有者ｶﾐ比較的に有利になるこ ・
とおよびパルプ材や坑木のような小座木を使う需要面の需

2.‐第二章誉林の助長及び監督

此の章ほ現行法を全面的に政めて現行施業案に代る森林

計謹とその蓮守義務および火入に關する取締規定を定めて

いる。 、

森林計護の内容、目的について總括的な規定はなく、農

林大臣が定める森林基本計謹ならびにこれに華いて知事が

定める森林麗施業計登および銅;k匿賓施計悪の三者につい
て、個舞に規定されている。

森林基本計登は森林生産の保維ごはかり次に掲げる四原

則に從って森林施業の合理化に資することを目的として、

主として流域毎に定める基本計謹匿を對象に編成する五年

の期間計謹であるb

特に注目を要する鮎は次の凹騨Iである。

イ、幼齢林を皆伐しないこと。

ロ、幼齢林については育林上必要な迦期的間伐をするこ

と。

ハ，皆伐した伐採跡地には伐採後二年以内に鐙林するこ

P と。

＝、急傾斜地に端ける森林を皆伐しないこと。

此の四原則臓從來施業案編成獅価上の原則と考えられ

「′､」以外は明文化されていなかったものである。その大

きな理由は幼齢林や急傾斜地といつ垣も、林木の利用、或

いは土質等の關係奴箔地で非常に相異しているため、これ

らの因子と禁止條項の網關關係に:好いては客棚的維準を定
め得ないこと、および間伐鐡施の弧制は損失補償を準備し

ない限り實施し得踵いと考えられていたことに韮いてい

た。こんどの改正案で之等四原則が明文化されたのは、之

等が基本計謹ひいては森林腫施業計謹および賞施計盤の編

成にあたり、農林大臣と知事とを拘束するものであって、

森林所有者は銅*麓資施計謹を遵守するだけであるから、

無關係であると考えられた篤である。

詞ﾂ基本蔚謹は、森林腫施業計謎の編成に對する一般的

な指導事項の外、五ケ年間に人二じ値栽を行わねばならぬ面

積を國有林と民有林の各煮について、森林の種類別に決定
〃

し、また伐採については主伐を禁止する嬉齢、皆伐を禁止
鋲

する傾斜、間伐林の測定その他間伐率、澤伐率の決定等に

封3－る具禮的な基準を示し、林道その他の林産物搬出施設

で{ま特に重要な幹線計鐙は具膿的にその他は資行上の指導

方針を指示することとされ唇亡いる。

－〔26〕一
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給が巌薫に規正される結果となる黙多くの問題力竣されて

いるので、この黙をめぐって今後最も活發に論議が闘わさ

れるものと考えられる。

森林腿磁施計謡は森林麗施業計聲に基いて、一年間の人

工植栽箇所(特に保安林では植栽樹種も決定される）およ

び前記森林麗施業計謹において決定される伐採許容限度か

ら算定されるその年度の伐採許容限度を決定することにな

っている。

以上が各森林計謹の概要黍あるが、この場合森林基本計

謹は、國有林と民有林をあわせて作定するが､森林塵施業

計彊および蜜施計謹は民有林についてのみ作定することに

なっている。

これは基本計謹において、國有林と民有林の經誉を綜合

して、國民經濟上眞に合理的な銅ﾎ經瞥を推進しようとす

る努力のあらわれである｡

なお麩本苛壗腫は全國で403森*I湿は2071を懲定して

いるから、前者はzF均5鳶町渉の調氷を、撰昔は平均7500

町渉前後の民有林をそれぞ熟對象としていることになるが

この数は若干鍵動するはずである。

惑淋計識扇成の順序は、當鼻鞠糖墜糯I謹一霧淋畷茄津

計識一溺淋瞳渡施計譜となり、注案に示す手織に必要な期

間から蝉淀すると、霧淋基本計謹は7月31日迄に､‘森赫嘔

加深計謹は10月31日迄に、霧淋腫渡加謄I盤は12月31日

迄に決定されねばならな､､。

森林維木計謡の編成にあたり、豫め調ﾎの現況､麹ホ・
伐採･林道等の森林施業に關する事項および經濟事傭等に
ついて、森林計謹麗ごとに、乃至は各森林瞳毎に知事の意

見を聞き、必要な査料を求めることになっている。また必
要に噸じて農林大臣は中央森林審議會、知事は都道府縣森

●

林審議曾に諮問することができる。更に麹*大臣は森林腫
施業討議の鍵更を知事に命令したり、諸事情の蕊化に基い
・て埜本計諜を鍵更したりすることができるが、調氷所有者
がその鐙更を申請できる‘のは前森林麗質猟繍翻こ定められ
た避林の蛮行が困難な場合だけに限られている。

以上のような内容をもつ森林計彊と銅ﾎ所有者との關係
はお上むね次のように定め'られている。

調糯l識は銅緬簾の監督的丙容ばかりでなく、指導的
事項をも含んでいるので､：森林所有者は銅*賦施業計謡お
よび蛮施昏躍に從って森林を經管する這総的嬢務を負うこ
とにな為。〔法第二十條）

ただし人工植栽の資行挺ついては森林腿渡加驚I識の決定

に従うことが要求され､若じ不履行の場合は、行政代執行
法溌適用されて代執行に要した穀用を微收されるか、或い
は趣*臨時措置法の存鎖期間中は、之の適用を受けること
にされている。（法第十四{鋪“

最も重大な影響を有する森林伐採に關ず需躍内容と森

林所有者との關係は、制限林と一定年齢以下の普通林だけ

力癖林睡賞施常磯によって制約されしかも知事の許可を

得ない限り、その伐採を禁止されているっ （法第十六條）

特に注意を要する職は此の許可制度は､森林所有者のみな

らず,權限に諺き森林の立木の使用若しKは收詮する者、
すなわち'’2年の搬出期間をつけて立椎取得した者に對
しても適用されることに定められていることである。（法

語卜五、十六條）

なお一定年齢以上に達した普通林の老齢林および普通

林、制限林の風倒木､柚損木を伐採する場合は、伐採の日
の60日前までに知事に必要事項を届出なければならない。

もちろん知事はこれによって伐採を禁じたり許可したりす

るものではなく､過度に老闇琳が(財繕れる傾向力認めら

･れたさいに、適切な紗奨を行う含みをもつものと理解され
る。〔法第十諏條） 、

伐採許可の申請は、礎施計謹が公表された日から30日

以内に知事に對して提litｻ言る。（法第十六朧〕
知事は右の期間滿了後30日以内に許可、不許可の決定

を申請者に通知することになっている。

若し申請された總蛍が森林瞳賛施計聲で決定されている

材積の許容限度を超えている場合には一定の基準に秘､、

同時に申請者の經濟事精やｵﾙ建物の需給事情を考慮して許

容限度の範園内で許可するものを決定ﾗｰろが特別に重大

な支障力溌生する場合に限り許容限度の二割以内の超過許
可が認められ定いる。法案に示されている許可の謹催は次
の四項である。

イ、間伐は主伐に優先する。

ロ、皆伐以外の主伐は皆伐に優先する。

ハ伐採立木の機獅の高いものは.績獅の低いものに催
先する。

二〉右の樹齢がおLむれ等しい場合には、伐採立木の平

均盤級の大きいものが優先する。

イによる間伐の許可は、この原則によって無制限に増大

させうるものではなくて、森林瞳蛮施計識で定められてい

お間伐の諮容限度に制約されるものもあ,る。
以上の許可制度の設定によって、普通林と制限林、特に

前者における森林伐採は嚴絡に規定されることになるので

若い謝氷力鐵､民有林の伐採は非常に制隈せられ､生活の
困窮その他の原因によって臨時に森林の伐採を必要とする
場合が数多く發生するものと考えねばならない。この理由
に基づく伐採許可は、現行法第十一條挺定められている同

趣旨の條女が、今日森林經管を規定し得なくしている根本
原因、否むしろ法的根撫ともなっているとする鮒係方面の
狼硬な見解によって極端な緊急事態の場合を除いては法案

一

一
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中に規定することが許されず､結局別途金融措置を講ずる も、その一定年齢が伐期平均成長の最大な時期に決定され
ことに決定したといわれているが、必らずしも金融のみで た場合は、少くとも用凋生産を主目的とする50年生以下
解決でぎるとは考えられず､義淋法の運用を箸るしく制約 ”の金罐樹林は､栽湖計聲による伐採規正を受けることにな
すること力懸想されるばかりでなく伐採許容限度の算出基 るのである。

準が年間成長難に一致させられたことと共に改正案の本質 全民有林の樹種別齢級配分については未だ信頼できる洲
を篭しく狹蛍な蓑源保全法に固定させる結果となっている 査結果がないので決定的な批判は差控えたいが､N.R,Sが

洲査した唯一の全國的齢級配置表によって慨獄すると、通
3．第三章、保安施設以下第八章罰則迄

正伐期を暇りに40年としても,,奥地未利用林を加えた全ダ

之等の章については紙数が限られているので次回以後 民有用秘林蓄穣17．4億石の約7割11．9億石が伐採規正
に解説することにするが､特に罰則について一言ふれてお をうける森林の蓄穣となり,その成長量臓立木材裁で約
く･ 4,100蔑石､素材材積で約3,080萬石（丙針葉樹材2,930

第三章で定められた森林計謹の逢守義務および同植栽賞 蔑石)に過ぎず､之に國有林材を加えても、中目以下の針
行の義務については、先に説明したが､許可に反した伐採 葉樹ｲヅL太材は4,000蔑石以下に止b、2,000萬石のパル
については､この章で規定され､一件-萬圓以下の罰金を プ材と'’000萬石の坑木の供給丈けで一杯になる計算が出
課されるだけになる溌壷だが、同時に刑法を適用して、犯 て来ているのである。これに年間3,500萬石以上使用され
罪を構成した物件およびその犯罪によって取得した報酬を ている建築用材或いは松薪の需要等を考えると、現在市場
没收することに定められるとのことである。 に供給されている針葉樹中目丸太以下の小狸材は3割以上
(森林法改正案の没施によって發生を豫想される林産物需 供給力哨I減されるばかりでなく､森林唾賓施言躍に基く伐

給の窮迫について） 探許可の先約その他で立木および木材償絡の箸るしい騰溌
森林の縛替を律すべき鐵氷の監督と森林計聲については 半年前位から手鴬することが必要になって､その結果超つ

前章でその慨要を説明したが､この諸縦の適用が林産物 にくる木材貿付賛金の増大､賓金回縛率の低下等各方面に
需給に及ぼす影鰯は、極めて重大な結果をもたらすものと 諏なの影響が現われるものと考えねばならない｡、

識想される。 かつてこの改正案をもって、パルプ材と坑木の供給制限
もちろん自家用林および一定年齢以上の老齢林の伐採がく法なりと評したのをきいたが、この批判は数字的にも適切

｜…傭瀧蹴………鰯；
量的には自由になっているので、一時つたえられたような

木材生産年間800蔑万程度への激減は考えられないとして

、

一

2
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贄熱琴實用和英林業用語集(再版） 定債200圓､〒10圓
▽

〔語數3000餘・他に重要樹種名・木材貿易用語・官臓名勤

一昨年初版を發行し忽ち實切れとなり，昨年増補訂正再版發行しましたが既に大半を賛講
し，残郵少數となりました。本書はこれを以て絶版といたしますので御希望の方ば至急御
申込下さい。

麓総田中秀次郎アメリカ林業見聞記定債120卿〒6回
昨年4月アメリカへ林業観察のため派遣された日本林業官の'人として著者が詳さに見聞
したところを篇眞を主と瞳して，まとめたアメリカ林業の全貌，凡そ林業に關心あるものの
見逃し得ない近來の癖譽

以上2箸とも御註文と同時に代金（小爲替）を下記へ御逢金下さい。

、 東京都千代田厘霞ケ關2の2

-－

１
１

林野驍林政課渉外係L_‐
一一一一一単一孝氏一三~一一一言 P‐一シミ一己〆ゴターー〆 タロー一－戸一一戸や〆乙岸で〆＝一員一一F一一－戸一、〆一一ごハーーーーーーご戸二囚一､〆王名〆由響一色＞名〆一一一一一三亀一一勺戸一や戸一年一一＝デー
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○奥地開發と造林の見とおし に對し何等制限が瀞､ので､現礎には有效需要だけは伐採
・ されているとみ､られている。1ケ年間の木材消費量侭約2グ

森林法の改正により、國が目標とする計謹と森林の合理 億1千400萬石（内、用材1億1千700萬石、薪炭材9千
的經醤とを結びつける森林計識は．森林基本計穀により推 700萬石、いづれも立木材磯）と推定され、年間伐採可龍
進される。森林錐本討懸においては､‘各種の盤富な餐料と ・量〔年平均生長篭)の徴に，､8倍といﾐ蝋字になっている。、
調査および地方長官と中央森林審議曾の意見によって、遥 一すなわち，生長量に對し8劉の超過消識となっている,が．
育林､木材の伐採､林道および林産物の搬綱施設､保安林． 更にこれを地方別に比較すると､北海道の0.7･lW(生長量
施設ならびに銅繩継施設等に關する割額を決定する綜合

に對し消識量の比率〕を除いては、關東の5倍が最高でお
計聲が編成され､溌施されることになるが、殊に造林や奥

り、次いで、九州3.2,近畿3.1,中國2.6,北陸2.5,中部
地開發幹線林道は軍要な肘謎問題として礎施されてきてい

1．9，凹國1.4,東北1.1,という林力と利用状況とのアンパ
る。

ラン〆を示している。
①戦中、戦後の過伐、溌伐は時間的，經濟的要因によ

。 ところで、將來の木材需要斌について、經濟安定本部の
り、里山に集中され､現在殊にその森林擬源の減耗の危険

調査推定にエると．昭和26年度需要瞳は事態がこのまま
が叫ばれてきているが､一方においては奥地の森林資源は、

で推移するとう~れぱ、薪炭を除外した各菰用途別について
生長が止まった過熱林木でありながら未開發のまLになっ

橡討した結果、9,200蔑石程度と考えられている。しかし
ているので､里山は林地の側溌およびその造林に力を注ぎ、

伐採の對象を奥地にむけで奥地林開發の産めの奥地*道施 生長量からみた正常な用材の供給識は､4,800蔑石程度で
あって。しかも木材輸入の見込も、現在のところ左程に期

設が盛んに進められてきた。そのために、奥地開調*道に

對しては優先的に公共事業澱より補助金を交付し通かつ農 待出來ない現状であるので、この需給の不均衡を如何にし
で調整してゆくかが問題となってくるわけである』この少

林漁業資金融通法により融賓されることになっている。さ

らにこんどの函E森林法によれば､森林計謹においては林 い森林資源を對象として生長壁以上の伐採を韻けてゆく．
と、今後何年維持出来るかと憂慮されてくる。

道施設にたいし、殊に基謝氷這開設のたあの財政投賓が、 ．
といって、森林法の改正により、直ちに､葱淋からの正

更に計鐙的綜合的にすすめられることになっている。

周知のごとく林道侭開發のための象だけでなく、森林 常な供給量程度まで、その伐採をきりさげることは､･木材
の合理的利用と發展のための資源保全のものでもあり、奥 が國民生活と密接不離の關係にあり、重要産業の基畷資材

であるだけ極それは不可能であり、木材需要を民生安定と
地開鈎氷道は園の養源計識としても震要なものである。

わが國經濟が破壊されない程度まで伐採を餓儀なくされる
②麹束の問題についても、國土細上の目標にむかい、

だろう。
麹末末諏也116萬町歩を､10ケ年踏林計謎により、蓋林臨

經濟安定本部は木材の推定需蕊髄約9,200蔑石に對し需時措置法に韮いて、毎年23洩町歩づつ蛮施されることに

なっている。しかし、この溜氷未瀞也の中には水獅*關係 要量を最低限度に腿縮した必要鐘は約7,800萬石と考えて
のものは含まれでいないのでこんごはこれを含めた迩氷 おり、大磯この2,3年の間は、この程度の供給に抑え、こ
計謹が編成蛮施されることになるとぶられる。森林法に華 のアンバランスの是正のため、木材利用の合理化による消
いて人工植犠の最小限礎の計謎を立て伐採後手症期間に造 費節約の普及および徹底を間ることが．銅氷怯の改正と共

林すべきことも規定されてくるが､造林臨時擶置法との開 に、必要不可峡の重蕊問題としている。
連に､.L,ては具魁的襲項はまだ問題を残している。 林野臆では、この木材利用の合理化については委員衝を“

國土線化一造林Z澗魑は､とと林業だけの問題ではなく、 設置し、各需要主務官聴に對し、その合理化の方策につい
國民經濟におよぼす調氷の大きな影響にかんがみて、鵬 て協議し、各方面の意見をきき．非幣な賛同をえたので、
の調細の運動は國民運動とし埴まことに適切なものであ 各省において各部門別の分雅歴員禽を設概する段階にまで
つたといわねばならない。 こぎつけ、林野臆を中心に各省それぞれ木材利用の合理化

のための溌算を編成し、来年度識算として提出すぺく鋭意
O木材利用の合理化のうごき 努力している。殊に造職部門における木材利用合理化の,と

我力掴の森林蓄硫のうち利用可能の對象となるものは薪、 りあげ方やその推進状況は非常に識極的で､合理化の具鎧

炭材も含め45億石であり、その1ヶ年間の平均生長量は、 化として規格の改正にまでおよんでいる。また一方、經濟
．－〔29〕-－
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安定本部を通じ閣議に提柵す為段取りにまでなっている。

未材利用の合瑠上については､以前から種々考えられて
いたけれども、殆んど見るべきものもなく今日に至り、こ

んどこそ行政的措置により、推進され成果をあげるとみら

れる。その具燈的な内容についてみると、例えば

①末木枝條の利用、②澁材渉止りの向上、③製材技術の

､同上、④木材乾燥獅廠の向上、⑤木材の防腐魔理(坑木、

電柱、枕木､建築物の土台〕⑥仕組住宅の普及．⑦脳葉樹

の高度かつ多量な利用による針葉樹の節約、そして⑧薪炭

材の消蜜節約等の問題を常面の合理化#雛の課題としてと

りあげている。

しかし、これらの問題をとりあげる前に進めねばならな

い重要な行政的措置が、このだめに必要となってくる。

すなわち．（1）各需要主務官聴において、合理化を推進

するためにその需要者を-卜分把握し、經濟性を阻ぱぬよ

うに合理湖旨導とその研究に努力してゆかればならない

〔2）需要者側においてもそのもりあがってくあ受入態勢

を確立してこれにあたらねばならないである‘う。特に國

有林材の桃下等の場合は需要者を代表する脳髄に對し排

下をうけるようにすることがこのましいことと思われる

この合理化のためには、下からもりあがる力を上からの

合理的な指導によって達せられるもので.經瞥者の經濟演
動にプレーギのかかるようなことは結局何にもならないで
あろう。禾材の合理化が、その經醤の合理化と發展の熱と
なってくる如き方法宅あらねばならない｡殊に最も鑓的に

問題のある薪炭材の消費合理化の線を第一に考え、簡蝋な
合理的燃溌器具への改良等によって推進してゆくことが早
急にとりあげらるべき問題である。

O木材貿易はどうなる

情 報
…

総 〔米國）米 － 50 11 133

リグナム． 〔米國〕 －254屯5屯250屯バイター

現在は､輸出原材料として､あるいは鎧硲､車輔の一部

門に限られて輸入木材が考えられている程度である。

外材の債絡の高騰に對し、ひとりわが函は、從來の低物

価政策によって、國際市場からおいてきぽりをくらい、戦

前における外材"と本邦窪材との債絡閉係は迩韓し、現在で

は外材は本邦萱謝の2～3倍という相場を示している。最

近における韓入木材の償絡は大磯次の如くである。

25年3月現在26年4月現在

＞ﾜﾝ丸釧0髭懲,騨評群，:ジ

域グﾗ系.論罷鶏ycif晶灘:淵：フア

ヂーク旦釜蕊霧b ci11 6 cif 8
好溌.静§零 。if 220 cif 350
木材債絡の高臘は米材の拳ならず、南洋材のチーク、ラ

ワンにおいても例外でなく、國際償絡の高騰はいずれの園

においても著しく、わが園だけは騰貴率もまだまだ低く、
圃際市場外におかれている鰯がある。

園内市場における外材の償格と今後の韓入見透しを次に

嶮討しよう。比島およびボルネオのラワン丸太は、石営り

約4,300圓あり、輪出原材料とIしてやっと採算がとれてい

るが、産地の生産蕊備から大量に輸入は望めず60萬石程

鹿であろう。米材についても大角石営り約4,500圓盤
（ブリツチ）で､10,060圓以上であるから償緒の黙で國丙

需要に應ずることはむづかしく、最近の造船、車輔の需要
を考慮しても20蔑石程度ではないかと承られる。チーク

材は、タイから楡入されるが、cif石當り29,000圓という

一三L

盛

沼

一

需給のアンバランスは、森林資源の面からもこんご快し‐ 高償なものであるので．なかなか國内需要にあてるまでに
毛樂槻をゆるさない状況にあるといわねばならない。丙に は至ってL'ない。
あっては森林資源の造成と合理的經誉および利用の努力が 殊にcif償格に占める運賃の高騰は潮鮮動乱以来昨
梯われているが、また一つの営面の重要なる卿錐として 年末の値上りと最近の値上りおよび準戦時態勢による船腹
(蛾材を多量に輸入することであろう。 の不足により著しく刺戦され､外國における木材債格の高

戦前は、900蕊石近l』､木材が､米國、カナ〆､ソ蓮､比島． 勝はもちろんながら、それ以上に運賃の高騰が甚潅しいた
宗ルネオ、シャム等から毎年輸入され、かつ南樺太からも ． めに輸入を困難ならしめてきている。
主にバルブ用材として900萬石程度が入ってきていた。し 特に､最も不足している鈍雛財の輪入、なかんづくパ

かるに戦後にあっては師世界各國とも森林蚕源の不足に悩 ルプ材の輪入という問題が大切であるが､各國とも原木の
んでいる現況であり、かつ木材梗緒高臓の脇係から､極め 輸出を抑制しており、償格､運賃の黙において有効需要を
て小量の木材しか輪入されていない。〔単位千石〕

ひき起すことが米材においては困難α観情である。ソ連材

品 名 産地 23年24年25年26年 ．についても、G･H.Qを通じ再三輪入を懇請してきたが
、ラワン丸太 （比島〕 16 73 270 800 ソ蓮の勢力不足による生産事精の滋暹政治的問題から極
ラワン丸太 （ボルネオ) 6 19 50 1" 否されている。環在のところ輸出のできる園としてはカナ

チーク （タイ〕 － 16 ． 8 4 ‐〆、アラスカ等に眼がむけられている。矯丘、アラスカか

－〈30＞－
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聡は日本産業の復興に重大なる影響を災えぉものとされて

いた。ところが木材は高くなったといわれてもむしろ當然

のことで、國際償絡への鞘寄が必要とされてき電おり、本

邦産材棚の高騰はこんごも営然くるものと考えられる。一

方日本の制慨が國際水準以下にある理由として本邦材を輸

出しないからだという論議もあるが、これはわが國の林業

經瞥の漉態と林産物需給の現況に則さない一方的な見解で

あり この問題は槙重を期さねばならない鱈あろう。

ら木材の輸入の話があり、パルプ材としてはどうかという

ので、米材と共に注目され､直種埼橡査されているようだ.．

しかし，アラスカからの定期船はなく、米國のシヤトルあ

たbを經由する傭船となるわけだが、アメリカからの運賃

だけでも1,000BM営り35$で､石懲り1,500圓もかかる

ため｡､氷材債絡をゼロとぶても、國産のパルプ材に脆く問

鋤卜であるといわねばならない勢伏につきあたっている。

木材は韮礎物資として從來の低物悩政策により材償の高
ロ

古 書 ・斡 旗~一一一百 言 ，黒斗 」M疋一‐~ー~~~ラー

…"職幟鱒…蝋…蝋"……鋼…。円 円

日本森林協曾最新林學識雛〔上･下)IR9) 1500東京醤林局最近の考案に係る淡窯(第1M)(昭2) 120
小 出森林立地の地質學的岩石學的研究 100大日索山林衝山村の副業(昭10） 50
鏑 木森林の生理(昭5） 530渡 遜日氷の林業と農山村經濟の更生《'1部3〕350

（第1報・昭11）

〃 森林肥料論(昭7〕 600烏 羽森林と文化（昭18） 180
河 田森林生態の概要(昭2） 革0 ．山林局露國林業覗察復命書(明37〕 200〃 北米合衆國赫業覗察復命書(明43） 200

…溌蕊瀧鱗灘鶏雛溌》謹芙｡…“※”‘‘(噸” ”寺 野植物生理及生態學藍験法（昭11） 1000

建野後林署くますぎ熊野杉に就て（昭4〕
宮崎縣妖肥地方挿杉に關する調査（大U) 80本 多森林家必携（昭2" 650
宮崎縣山林曾杉挿木塗林法（大15） 100早 尾日本主要樹種林分收穫表(昭14） 280
箪大繊鮴篭職篭辮淋縮 ‘0.驚噌林關驚謙簿慧臘） ，2，

250

白 操複製日本森林閥木闘譜（上〕(明44〕 8501
雷森徴林局讓難薙瀞礎とするﾋパ天然林の 原300 日本種子植物鍵患（第1肌〕〔昭24) 700
伊 藤カンゼン北中部ドイツブ夢-林の研究 ・ 250，川 上北続識擢物圃説（明35） 300
高知瞥林局森林の扱ひ方（昭14） 150佐 藤瀧蒙樹木園説（昭18） 250
青森掻纐司薪炭林.の改良(昭9） 5O朝鮮森林植物篇(1～22)揃 30,000
植 村森林と治水〈大6） 250義賢堂漉肋及動物(1'､<11X昭8～18)揃 23,000
山林局翁燕治k事業の業績(第2嘘1'昭9） 250束大紀要（職肋學1の1～4の1〕〔1925～32)揃 7000

〃 ・防潮職域に開する技術的考鍵昭10） 180天然紀念物調函軋浩〔掴吻の部〕(5~19〕2冊峡 3000
中 村森林火災と其識防及澗坊（昭5〕． 250帝室林野局林業試験場報告〔1の1～4の1〕〔大14～昭12）．、
山林局にせあかしあ樹と砂防臓俄成績（昭3〕 120 1冊賊 ． ・3000‘
熊本大郷諺醤野鼠騒除と其成績(大11） 180九大演習林報告（1～9〕〔昭6~11)2冊" 3500

朧森林測激（昭22） 200' " mj (1~82)(HH3~12)11Ml･ilt 6000伊 2CO，砂 6000
上野・兼松農地測鐙學（大15） 300木材保存 （5巻職～12巷2號)〔昭12～19〕5冊峡2000
柴 田最新田畑山林痩地測趾法（昭12) 150典林こだま- (林業技術)65～102"2冊峡 2,090
中 山航室篇眞に依る森林調査（昭12) .250御料林 (1～190)(昭3.6～19.9)揃 9500
漆 山日本伐木製秘及運搬法〔明43） 、 300林學曾雑誌 3000（1部質30）
田 中木材の加工と接清（昭22） 100 9途6號～14糧12賎（昭2.8～7.12〕（峡12糧3號〕･15巻4號
木 桧改訂木材の加工及仕上(昭” 350 〈昭8.の．16識號~20綴読〔昭9.9~13.9〕
松 本木材乾燥法（昭23） 350林 友 800(1部賢2の
田 中木材乾燥論（昭23） 400 119(大14.1>･126～150（犬14.8～昭2.8〕“132,134,

凝議
上 原建築材.斜としての木材（昭22） 100
日本陣材･工業曾社挽材による樽に閥ずる説明書 200
大阪醤林局．特殊林業（昭6） 180
三浦・原特用林産及林産加工（昭12） 200
中 元竹の利用と其の加工01223) 250
木 暮桐樹栽培法（昭R) 200
山林局桐に關する調査響(昭7） 200
大日本山林曾漆樹の栽培法と其の利用（昭6)『 150
河 村椎茸栽培の理論と笈際“2） 200
東亜經濟調査局椎茸の生産と輸出事情（昭6)． 80’
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認特別會員＄
本會創立三1週年記念事業に特に御協賛を得、ご次の通り特別會員とし・て加入せられた （5月31日ま匂

氏 名 住 所 取扱本支部分會名

桃式曾批巴川郷砿新宮工場 刑I歌山縣新宮市佐野567群也 、荊職山縣分曾
東北パルプ株式會祇 東京都千代田随丸ﾉ丙1,2 本 部
有田川木材協同組合長細田長兵徹 荊I歌山縣有田郡巽島町繁島 、和歌山縣分會
千葉聯治山治水協曾 千葉市市郷IJ2千葉縣盤林部林務課内 千葉縣〃
國紫パルプ株式會杜 千代田腫有樂町1，8 木 部
北越製紙株式曾m上剃業部盛岡出張所 磯岡市大澤川原85,2 岩手縣分會

所長原田民治

東北('瀧式鯉謂騨 感閥市仁王小鴫皿’ ’
． 岩手螺林道協會會長佐藤公一 感岡市内丸、岩手縣露施業課内 ク

ーノ關興業株式會献兵長佐盈木一郎 岩手縣一ノ關市塞町102 〃
足立ペニヤ株式曾斌刈屋合板工場 渚手縣下閉伊郡刈屋村 〃
岩手縣叫林種苗協同組合理事長吉田衣一郎燃岡市菜園23縣森逵丙 〃

‘ 愛媛.縣林這協會長 愛媛縣舩山市三番町22,1 愛媛縣分會
愛媛縣赫絲蛤速合會 松山市･三番町22 灸
愛媛豚治山治水協會、 ．〃 〃

蔦熱織懲磯3,】職灘§禰辮遜合衝曾長菊池昌治 青森縣分欝本 部

一

募集は曾員各位の腹職なき意見の發表どころ、どしど．L御
没稿願ひます。

▲何かの参考になるかと思ひ林業關係岡書目録をこしらへ
て見た。現刊のものと絶版物とに分けてある、少ししか刷
らない力端望者へは1部40圓（〒6圓）で御頒ちす署。
▲すったもんだで延び食燕､になってゐた新會館の製地がこ
の程漸く決定したざ場所は四谷見付のすぐそばで番地は千
代圧腿6番町7の7、面積は146.5坪。設計は出来て居る
事ではあるじ直ちに蒲工の澱這△今年は例年になく暑い
さうな。5月と云ふにもうシャツ－枚で執務して居る始末
人間は多くないのだが事務室が狭い篇ギユーギュ一・中に
は室からはみ出して物霞で仕螺をして届る者もある。せっ
かく地方から曾員が見えても落蒲付いて御話も伺へない。
1日も早く新會館へ移りたいもめである。（收）

増曹藏うく莫高マ
〉_=一一一～－－－～一

26年度會費前期分の納期は6月迄です、未納入の向は

編集室より

▲本號は御蝿の通り期せずして林業經管特輯號ゑたいにな
って了った。NRS・カーチヤー･デツクスター雨氏の日本
民有針紫樹林の經蟹状態に關する報告書ほ幾多の溌軍な示
唆に富む＆のがあり林業關係者必讃の好蓑料と思ふ･嶺氏
は同氏の演習林に於ける試験の結果に基き揮伐作業と皆伐
作業との長短を識くられ、中山氏の米國為宥林に於ける施
業案編成〔承前)は彼の地に於ける施業案編成法の我國に
とつﾄ亡學ぶべき卿i多念あるを感ぜしめる｡本編は來月銃を
以て完結する。芝田氏の方位別に測定した「こなら」の胸

‘高直裡と根元直狸との關係は同氏の手近にある材辮柵察に
一よる調査報告｡待望の新森林法は途に今國曾を通過した。

民有林の新しく進むべき途について我燕は知らなければな
らない。繊瀬氏の新森林法解説はこの黙大いに諸子の参考
になる事と思ふ･西垣博士の特別講座簡易索道の設計は今一

・月は称講。

▲戦膳はぬは腹ふくるLわざ､前読に發表した｢曾員の蝉」
－－－－

'

｣

一

成るべく早く樹願ひします

昭和26年6月5日印刷 頒侭46圓
昭和26年6月10日發行 （遥囎洪）

林 業技術 第'12雛

（改題第19銃・發行部数11,100部〕

編集發行人松 原 茂′

印刷人 水 野義男

一一一一一一

1

懸賞募集締切迫る11
？

毛

１
１ 本會創立三十周年記念事業の一として懸賞論

文及林業篇眞コンクール作品の募集を鍵に發

表したが締切期日はあと幾何もない。

どなたも遅れぬ様奮ちて鵬募下さい。

（締切 日）

論 文……．．…･…六月末日

篤 眞・…･･………七月末日
〔詳細は本誌110銭〕

Ｉ
～

印刷所
一一一一一二

＝シシ一一

三立印刷株式會斌

I
一一＝一一一一一一一

發行所 砒團法人日本林業技術協會
東京都千代田瞳永田町冨丁目1番地
電話(58)1508番・振替東京60“8番

}

一一一全一一一へ凸南一一一
一－一一一一－一ユー一一一一一一
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林業技術叢書（日林協網）

II職 回〒側

|；砿露護篭撫麓繍鴫"櫛""”〈再版懲定）

' 3藤赫鼠任溌蝋繊鰯眞） ’5〔霞員50)‘i
i 4大崎六郎穎淋蛤の在り｡方 " 40 6

5白井蠅築植物の生理と接木@!痩際 110 12
〈曾員100）

6藤村箪任l予灘習熟蚕源）（餅員60〕
70 6

7田中波慈女森林の蕊境因子 100〔會員90)12
8岡崎文彬照査法の震態 80(會員70>6

4 9片山佐又油桐と桐油 80(會員70)12

’ 10飯塚肇魚附林の研究 ’'0〔會員100〕'2

林業技術ｼﾘﾆ茎(鴬翁蔑鑑識）
No．’伊藤一男臘蝶金崩封稚薗の立枯病 妬 6
2岸本定吉髪翻腎鶏炭窯の綴蘂健就で 25 6
3慶野金市どんぐりの味噌製造に關する研究25 6

1 4依艤邦塵舟零秀綴癌腫病被雲綱査報皆3§ 6
! 5 日塔正俊松の害銀と嬢除 〔再版懲定）

； 6武田繁俊水源の雨量に就て 45 6
； 7縦一三薪炭林の施業法改善 〈品切）

1 8藤村誠･外2名ヒノキの抜根に關する研究40 6
§ 9堀岡・菊地合板用ヴイスコース接着割 30 6

;'0河田蒸菅潔1年生造林の成績 30 6
；11平田徳太郎水蓑源と森林 75 12
；12藤田信夫とちの化學 20 6

．' 13田中波慈女主要林木の品種の問題 〔品切〉
’ 14河田弘菌根の話 （〃〉

15王手三棄涛森林の風害 30 6
，16犬詞・上田森林と野鼠 20 6

；17川口武雄山地土壌侵蝕 25 6
：18飯塚醗防風林 45 6
号19小倉武夫木材の乾燥 80 12

：20 ，例朧‐一雄苗畑病害論(1:總論） 75 12
：21丙田憲木炭の話 30 6
：22伊藤浦三特殊林産物の需滞X需給編》 5012
号23四手井･高橋稜雲と森林 100 12
§24鞭隆男苗畑土壌と施肥 80 12
:25日高蕊渡まつけむし 60 6
号26小出博山地荒溌と地震 15012

；集 猛業普及叢書(林野塵研究普及課編〕
； 1仰木重職施業案の話 10 6
：2原口亭たれの話 40 6
：3小野･松原く る 聖 50 6

目録●■■ちあ■●口■■■●■函～一つ

林業解読シリーズ(林業解設編集室編） ；
門雫門冒

編集室森林統計圃表 （品切〕；

北村義軍加工用木材 （〃）；
宮

加納一郎用材の生産 （〃）；
昌

館脇操えぞまつ"・と睦まつ 〔〃）；

編集室林業人名帖 <〃〕：

加納一郎坑 木 30 6§
§

座談會山火事 （品切〉：
胃

小林準一郎ぼろぶ工業 (")i
林常夫森林と挫地 〔〃）：
植松健翰出木材･勤輔 〔〃〕；
南部一男施業案の今昔 30 6冒

昌

入谷正義森林は誰のものか 〔品切〕§
号

編集室北海道森林統計圃表 （〃〕冒

諸名家景観八十年 〔，〕：
仲野光吉防雪林 〔〃〕曽

原田泰大雪山國立公團 （〃〕；
吉良龍夫日本の森林糖〈改訂版） 50 6；

加納一郎惟界の森林費源 30 6：

今西錦司総緑巌葉樹林 30 6冒

館脇操阿寒國立公園 〔品”；
旨

犬飼哲夫野 鼠 30 6；
§

彌藤錬一地上の雲 30 6昌
胃

近藤助北方針葉樹林 （品”；
§

金森功成森に働く人々 30 6§
§

三浦辰雄日本林業随想 〔品切〕胃
内田登一 澱 306 冒

昌

井上元則森林の錨害 （品切）§

清水元最近のアメリカ林業 （〃〕：

吉良龍夫落葉針葉樹林 30 6：

細聯専次樹病診職 30 6：
原田泰選木と間伐 30 6冒

中村賢太郎北方天然生林の施業 30 6胃
高橋喜平森林の雲害 30 6鼻

§
秘井專次木材腐朽 30 6§
今西錦司いわなとやまめ 30 6：

島田錦藏新森林法とこれからの民有林 30 6ミ
：

莫 の 他 §

冊
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３

酋
剖

I

日林協版丸太材漬~表 32 6：

溌逹の森林刊行曾私達の森林 5012ヨ

林野聴編鰯慧鱗譲普及員 50 6；
林野騰計護課編難篭蟹灘指導員 50 6；

；
日本林業技術協曹,……｡．．｡,｡････…….｡＃…畷
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實践育林學蝋冨澪摩
鐙林の計課とその蛮行という鯉鮎に立ち、育林學の

全般を容易に解読した食務'二及び皐雷上の良参考書

特用樹種調誇壹騨
農山村の多角經管に極めて必要な樹藝作物について

雷かれた最初のもので、良き研究指針､技術指導書

農用林概論鴫隠鬘鮮
砂防造林原 勝著慣380円宇35円

林木育種〔上･下〕 佐藤敬二箸上380円下420円

森林作業法中村賢太郎著E280円〒35円

土壌肥料綜典松木五櫻著便昭0円T35円

森林氣象學
原田泰著A5判330頁償480EI

育林學的な見地から氣象因子の測定法を記述して研究
の手引とし､陽光･温度・氣睡と風・鴻度・降水･蒸
散・天氣と氣候及び森林帯の成立や氣候の謹選等に剛
して、森林に及ぼす各氣象因子の影響と森林が之等の
諸因子に及ぼす關係等に就き、最近の研究を加味して
詳細且つzF易に解説した森林氣象の最新の好参考護

造林學概論蝋喜苓騨

森林土壌學舅蓋隠雲霧

森林保護學蕊黒凋琴鮮

農林地質學鴬鴬圃毒瀞

員’兵z土壌學執犠鮮

林
業
技
術

第
一

ｒ
、
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’振替東京八六七三番
〔圖書目録進呈〕朝 倉 書 店東京都千代田随

赫田錦町一丁目

1

－

■
〆 農學博士

吉田正男箸

3×3型396頁380円

蕊室井上元則著A5型200R便 300圓
…・･･･…－……･ ･･ ････…-…･……．．…･…“…･-…..…．……．．.…… ．..；

林業害鐘防除法上港！
｡｡必●●■ ■ 申口車ﾏ．■』■凸■画①■毎4｡ ■●･白｡÷■垣一・▲●▲ Q与邑■■｡Pつむ■国ご一い』中中酢●■ 4わ●‐■■の毎句申■甲●●■●■■で幸｡●ﾏ■■＝守口●●●◆等｡D早甲■､

赫鎌圭黒墓之鴎共著‘5剛,頁債 300園
■甲凸｡● ①■○一 岳 守守■ 凸凸 1 ロ古 －－ ．①凸｡｡白-缶守÷■ 由｡■｡●÷一 凸邑二甲申●争凸つ■や畢●｡■｡■ 白申 G 申■●血

小住宅の庭園設計；
｡. . ･ ･牢? 割 申⑧ﾛ●守･心冬･ - ■ ｡● 守缶■-.今■1F･ ･ 甲由･P･ ÷ ･房･ 凸の凸e C争｡｡● 口■■ p 旬●白な巳･ ･ 甲｡ 句ゆむ合凸●●●や白い■剰

鶉蓬}共著林學講義\6淵
,田博士著林債算法及較利學苓2鯛
,村博士著育林學原論蟇3鶏
,村博士箸造林學随想葉3鯛

三浦博士箸林業實験と實習印刷中

佐藤敬二著箔林學原論近刊

島田職著林政學概要蟇3鯛
島田博士箸アメソカ林業發展史〒共170園

島田博士箸林業箭協及收盆評定論〒共235園

徳川博士著蛎§造林技術の史的研究署鯛
内田博士署實用潔測量法票鯛

岩出亥之助著霧椎茸培養法票'鵜
北島博士箸椎茸｡ナメー･榎茸の人工栽培法

〒共185圖
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